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(57)【要約】
【課題】多様な計測条件に応じて、対象物体を次に計測
すべき計測装置の視点を適切に決定する。
【解決手段】対象物体を複数の視点から計測する計測手
段により対象物体を計測した計測データを取得する第１
の取得手段と、計測手段が対象物体を計測する際の複数
の計測条件のうち少なくとも１つの計測条件を取得する
第２の取得手段と、第１の取得手段によって取得された
計測データと第２の取得手段によって取得された計測条
件とに基づいて、対象物体を次に計測すべき計測手段の
視点を決定する決定手段とを備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物体を複数の視点から計測する計測手段により前記対象物体を計測した計測データ
を取得する第１の取得手段と、
　前記計測手段が前記対象物体を計測する際の複数の計測条件のうち少なくとも１つの計
測条件を取得する第２の取得手段と、
　前記第１の取得手段により取得された前記計測データと、前記第２の取得手段により取
得された前記計測条件とに基づいて、前記対象物体を次に計測すべき前記計測手段の視点
を決定する決定手段と、
を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記第２の取得手段は、前記計測手段により前記対象物体を計測する用途の情報を取得
し、前記決定手段は、前記第２の取得手段により取得された前記用途の情報に基づいて前
記次に計測すべき前記計測手段の視点を決定することを特徴とする請求項１に記載の情報
処理装置。
【請求項３】
　前記第２の取得手段により取得される前記用途の情報は、前記対象物体についての、三
次元形状計測、欠陥検査、特定物体認識および人物監視のいずれか１つ以上を含むことを
特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記第２の取得手段は、前記計測手段による前記対象物体の計測において優先されるべ
き仕様の情報を取得し、
　前記決定手段は、前記第２の取得手段により取得された前記仕様の情報に基づいて前記
次に計測すべき前記計測手段の視点を決定することを特徴とする請求項１から３のいずれ
か１項に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記仕様の情報は、前記対象物体の計測における精度、速度および複雑度のいずれか１
つ以上を含むことを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記第２の取得手段は、前記計測手段を、前記対象物体を計測する視点へ移動させる移
動手段の特性の情報を取得し、
　前記決定手段は、前記第２の取得手段により取得された前記移動手段の特性の情報に基
づいて前記次に計測すべき前記計測手段の視点を決定することを特徴とする請求項１から
５のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記移動手段の特性の情報は、前記計測手段の移動可能範囲、移動精度および移動速度
のいずれか１つ以上を含むことを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記第２の取得手段は、ユーザからの計測指示の情報を取得し、
　前記決定手段は、前記第２の取得手段により取得された前記計測指示の情報に基づいて
前記次に計測すべき前記計測手段の視点を決定することを特徴とする請求項１から７のい
ずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記計測指示の情報は、前記対象物体上の注目領域、計測対象外領域および注目方向の
いずれか１つ以上を含むことを特徴とする請求項８に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記決定手段は、前記第１の取得手段により取得された前記計測データと、前記第２の
取得手段により取得された前記計測条件とに基づいて、前記次に計測すべき前記計測手段
の複数の候補視点を生成し、
　前記情報処理装置はさらに、前記複数の候補視点に、前記第２の取得手段により取得さ
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れた前記計測条件に対応する評価関数を適用して、前記複数の候補視点から１つ以上の視
点を選択する選択手段を備える、
　ことを特徴とする請求項１から９のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記計測手段の視点に基づいて前記計測手段の位置姿勢を設定する設定手段に、前記決
定手段が決定した前記次に計測すべき前記計測手段の視点を出力する出力手段をさらに備
え、
　前記第１の取得手段による前記計測データの取得と、前記決定手段による前記次に計測
すべき前記計測手段の視点の決定と、前記出力手段による前記次に計測すべき前記計測手
段の視点の出力とを繰り返す、ことを特徴とする請求項１から１０のいずれか１項に記載
の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記計測データに基づいて、前記決定手段による前記次に計測すべき前記計測手段の視
点の決定の終了条件を判定する判定手段をさらに備えることを特徴とする請求項１１に記
載の情報処理装置。
【請求項１３】
　対象物体を複数の視点から計測して計測データを出力する計測手段と、
　前記計測手段から出力される前記計測データを処理する請求項１から１２のいずれか１
項に記載の情報処理装置と、
　前記情報処理装置の決定手段により決定される前記次に計測すべき前記計測手段の視点
に基づいて、前記計測手段の位置姿勢を設定する設定手段と、
を備えることを特徴とする計測システム。
【請求項１４】
　対象物体を複数の視点から計測する計測手段により前記対象物体を計測した計測データ
を取得するステップと、
　前記計測手段が前記対象物体を計測する際の複数の計測条件のうち少なくとも１つの計
測条件を取得するステップと、
　前記取得した計測データと前記取得した計測条件とに基づいて、前記対象物体を次に計
測すべき前記計測手段の視点を決定するステップと、
を備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項１５】
　コンピュータを、請求項１～１２のいずれかに記載された情報処理装置の各手段として
機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、対象物体を計測するための情報処理装置、計測システム、情報処理方法およ
びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　対象物体を様々な視点からセンサによって計測する場合、センサを配置する視点の位置
姿勢を事前に決めておく方法や、計測結果を随時確認しながら人がセンサを適切な視点に
移動させる方法等がある。
　一方、計測結果等から次に計測すべき視点を自動的に生成することを目的とした技術が
ネクスト・ベスト・ビュー（Ｎｅｘｔ　Ｂｅｓｔ　Ｖｉｅｗ：ＮＢＶ）として知られてい
る。この技術は、例えば、距離センサ付きのロボットアームを用いて対象物体表面の三次
元形状を撮像して漏れなく自動的に計測するために、対象物体をどこから計測するかとの
距離センサの視点を求める場合等に応用される。
　特許文献１は、複雑な形状の測定対象を高精度に計測するため、光切断を行う光学プロ
ーブから得られた画像データに基づき測定領域の位置情報を算出し、この測定領域の位置
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情報をもとに光学プローブの移動（スキャン）方向を決める技術を開示する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１４５７３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１の手法では、高精度に形状計測を行うという限定的な条件の
もとでしか適用することができない。このため、例えば、高速に形状計測を行いたい場合
や、対象物体表面の欠陥検査を行いたい場合等における、次に計測すべき視点を適切に決
定することを想定したものではない。従って、多様な計測条件に応じて、それぞれの場合
にセンサ等の計測装置が次に対象物体を計測すべき視点（計測位置姿勢）を適切に決定す
ることは困難であった。
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、多様な計測条件に応じて、対象物体を
次に計測すべき計測装置の視点を適切に決定することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するため、本発明に係る情報処理装置のある態様によれば、対象物体を
複数の視点から計測する計測手段により対象物体を計測した計測データを取得する第１の
取得手段と、前記計測手段が前記対象物体を撮像する際の複数の計測条件のうち少なくと
も１つの計測条件を取得する第２の取得手段と、前記第１の取得手段によって取得された
計測データと前記第２の取得手段によって取得された前記計測条件とに基づいて、前記対
象物体を次に計測すべき前記計測手段の視点を決定する決定手段とを備える情報処理装置
が提供される。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、多様な計測条件に応じて、対象物体を次に計測すべき計測装置の視点
を適切に決定することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態１に係る計測システムのブロック図。
【図２】計測システムの概略図。
【図３】コンピュータの構成を示すブロック図。
【図４】計測と視点決定処理を示すフローチャート。
【図５】ポリゴンデータの例を示す図。
【図６】候補視点の求め方の例を示す図。
【図７】候補視点群の生成例を示す図。
【図８】候補視点の例を示す図。
【図９】ボクセルの状態の変化を示す図。
【図１０】実施形態２に係る計測システムのブロック図。
【図１１】実施形態３に係る計測システムのブロック図。
【図１２】候補視点を更新する処理の例を示す概念図。
【図１３】実施形態４に係る計測システムのブロック図。
【図１４】変形例に係る計測システムのブロック図。
【図１５】変形例に係る計測システムのブロック図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための実施形態について詳細に説明する
。なお、以下に説明する実施形態は、本発明の実現手段としての一例であり、本発明が適
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用される装置の構成や各種条件によって適宜修正又は変更されるべきものであり、本発明
は以下の実施形態に限定されるものではない。
＜実施形態１＞
　実施形態１に係る計測システムは、計測条件のうち、計測対象物体を計測する用途に応
じて、計測対象物体を次に計測すべき計測装置（撮像部）の視点を適切に決定する。この
決定された視点に撮像部を順次移動させながら計測対象物体の計測（撮像）を行うことに
よって、用途に応じた計測を行うものである。実施形態１に係る計測システムでは、計測
対象物体を計測する用途を、複数の用途の中からユーザに選択させることにより、ユーザ
の要求に応える計測が可能である。計測対象物体の計測には、例えば計測対象物体の撮像
が含まれるが、計測対象物体上の点群の座標の計測等も含まれる。
　実施形態１では、複数の用途の例として、計測対象物体の三次元形状計測、欠陥検査、
特定物体認識、人物監視の４つの用途を選択可能な場合について説明するが、実施形態１
を適用可能な計測の用途はこれらに限定されない。
【０００９】
［実施形態１の構成］
　図１は、実施形態１に係る計測システムの構成例を示すブロック図である。この計測シ
ステムは、計測対象物体５を撮像して画像データや関連情報を出力する撮像部２と、撮像
部２が計測対象物体５を撮像する視点を設定する視点設定部３と、撮像部２からの情報に
応じて視点設定部３の制御を行う情報処理装置１とを備えている。情報処理装置１は、撮
像部２と視点設定部３とにそれぞれ接続されている。
　図２の概略図に示すように、撮像部２は、例えばカメラにより構成され、計測対象物体
５を様々な複数の視点から計測するために、視点設定部３に取り付けられている。撮像部
２が出力する計測データは、例えば計測対象物体５を撮像したカラー画像と距離画像であ
る。ただし、撮像部２が出力する計測データはこれらに限定されるものではなく、カラー
画像または距離画像のいずれか一方でもよいし、その他モノクロ画像や距離点群あるいは
計測対象物体上の点群の座標等でもよい。すなわち、計測データは画像に限られず、撮像
部２は、計測対象物体を複数の視点から計測した計測データを出力するものであればよい
。
【００１０】
　撮像部２は、撮像したカラー画像および距離画像を、情報処理装置１のデータ取得部１
１と視点決定部１２に供給する。
　視点設定部３は、例えば図２に示すロボットアーム３ａと、このロボットアーム３ａを
制御する図示しないアーム制御部とを備えている。ロボットアーム３ａの先端には撮像部
２が取り付けられている。アーム制御部は、情報処理装置１から計測対象物体５を次に撮
像すべき撮像部２の視点を受信し、次に撮像すべき視点から撮像部２が撮像できるように
ロボットアーム３ａを制御して撮像部２を移動させる。すなわち、視点設定部３は、受信
した視点に基づいて撮像部２の位置姿勢を設定する。また、視点設定部３は、移動した撮
像部２の視点を特定する位置姿勢情報（以下、「視点位置姿勢情報」と称する。）を情報
処理装置１のデータ取得部１１に供給する。
【００１１】
　図１に戻り、次に、情報処理装置１の内部の構成について説明する。
　情報処理装置１は、データ取得部１１と、視点決定部１２と、計測対象物体５を計測す
る用途を含む計測条件を取得する条件取得部１３とを備えている。
　データ取得部１１は、撮像部２から供給されたカラー画像、距離画像および視点設定部
３から供給された視点位置姿勢情報を用いて用途に応じたデータ処理を行う。視点決定部
１２は、次に撮像すべき視点を決定し、視点設定部３に供給する。
　視点決定部１２は、データ取得部１１から供給されたデータから、撮像部２の視点を決
定する。視点決定部１２は、候補視点を生成する候補視点生成部１２１と、候補視点生成
部１２１によって生成された候補視点に対して用途に応じた評価を行う候補視点評価部１
２２とを備えている。
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　条件取得部１３は、計測対象物体５を計測する際の複数の計測条件のうち少なくとも１
つの計測条件を取得する。実施形態１においては、条件取得部１３は、計測対象物体５を
計測する用途の情報を取得する用途取得部１３１を備えている。
【００１２】
　実施形態１では、条件取得部１３の用途取得部１３１が取得した用途の情報に応じて情
報処理装置１内部の動作を変化させるため、まずは動作の概略についてのみ説明し、その
後で、用途ごとに場合分けして動作の詳細を説明する。
　データ取得部１１は、撮像部２からカラー画像と距離画像を受け取り、用途に応じたデ
ータ統合処理等のデータ処理を実行して出力結果を生成する。そして、データ取得部１１
は、出力結果を視点決定部１２に供給する。
　視点決定部１２は、データ取得部１１から供給される出力結果と、条件取得部１３から
供給される用途とに応じて、計測対象物体５を次に計測すべき撮像部２の視点を決定する
。視点決定部１２は、決定した視点を視点設定部３に供給する。
　具体的には、候補視点生成部１２１が、撮像部２の解像度や画角、被写界深度等のセン
サ情報に基づいて、用途に応じた少なくとも１つの候補視点を生成する。候補視点評価部
１２２は、候補視点生成部１２１によって生成された候補視点に対して用途に応じた評価
を行い、決定視点を選択する。候補視点評価部１２２は、選択した決定視点を次に撮像す
べき撮像部２の視点として視点設定部３に供給する。
【００１３】
　条件取得部１３は、複数の計測条件のうち少なくとも１つの計測条件を取得して、その
情報を視点決定部１２に供給する。実施形態１では、用途取得部１３１が計測対象物体を
計測する用途の情報を取得して、用途の情報を視点決定部１２に供給する。用途の情報に
は、例えば三次元形状計測、欠陥検査、特定物体認識、人物監視のいずれか１つ以上が含
まれる。
　実施形態１において用途取得部１３１が用途を取得する方法は、図示しないタッチディ
スプレイに各用途に対応する画像を表示させ、ユーザに用途を選択させる方法であってよ
い。ただし、用途を取得する方法はこの例に限定されるものではなく、用途取得部１３１
が、ユーザからの音声入力によって用途を取得するようにしてもよい。あるいは、例えば
３Ｄプリンタ等の他の装置と接続されている場合には、接続されている装置に応じて、用
途取得部１３１が自動的に用途を判断して選択するようにしてもよい。これにより、例え
ば３Ｄプリンタ等が接続されている場合には、用途取得部１３１が自動的に用途を判断し
て三次元形状計測を用途として選択する。
【００１４】
　図１に示す各機能ブロックはプログラムとして、後述するＲＯＭ２２等の記憶部に記憶
され、ＣＰＵ２１によって実行される。尚、図１に示す機能ブロックの少なくとも一部を
ハードウェアにより実現してもよい。ハードウェアにより実現する場合、例えば、所定の
コンパイラを用いることで、各ステップを実現するためのプログラムからＦＰＧＡ上に自
動的に専用回路を生成すればよい。ＦＰＧＡとは、Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌ
ｅ　Ｇａｔｅ　Ａｒｒａｙの略である。また、ＦＰＧＡと同様にしてＧａｔｅ　Ａｒｒａ
ｙ回路を形成し、ハードウェアとして実現するようにしてもよい。また、ＡＳＩＣ（Ａｐ
ｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）によ
り実現するようにしてもよい。
【００１５】
　図３は、情報処理装置１のハードウェア構成の一例を示している。情報処理装置１は、
ＣＰＵ２１、ＲＯＭ２２、ＲＡＭ２３、外部メモリ２４、入力部２５、出力部２６を備え
ている。ＣＰＵ２１は、入力された信号やプログラムに従って、各種の演算や情報処理装
置１を構成する各部分の制御を行う。具体的には、ＣＰＵ２１は、撮像部２からの情報に
応じて計測と視点決定処理を実行し、次に撮像すべき視点を決定する。前述した図１の機
能ブロックは、ＣＰＵ２１によって実行される機能を図示したものである。ＲＯＭ２２は
、図１に示した各機能部を実行するためのプログラムや、各種の設定情報を記憶する。Ｒ
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ＡＭ２３は、一時的なデータを記憶し、ＣＰＵ２１の作業用に使われる。外部メモリ２４
は、例えば、着脱可能なメモリカードであり、ＰＣ（パーソナルコンピュータ）等に装着
してデータを読み出すことが可能である。
　入力部２５は、撮像部２から入力した情報をＲＡＭ２３あるいは外部メモリ２４の所定
の領域に格納する。出力部２６は、ＣＰＵ２１が決定した次に撮像すべき視点を視点設定
部３に供給する。
【００１６】
［計測と視点決定処理］
　図４は、図１の計測システムにより実行される計測および視点決定処理の詳細を示すフ
ローチャートである。図４のフローチャートは、情報処理装置１が備えるＣＰＵ２１が、
ＲＯＭ２２等に記憶されるプログラムを実行することにより処理される。この処理は、計
測対象物体５の計測処理の実行が指示されている間に実行される処理であり、例えばユー
ザが図示しない計測開始ボタンを押すことによって開始される処理である。
　以下、図４のフローチャートにより実施形態１の計測システムによる計測と視点決定処
理を説明する。実施形態１では、後に場合分けして説明する用途によらず、全体の処理の
流れについては同じ図４のフローチャートを用いて説明する。
【００１７】
　Ｓ１では、計測システムにおいて初期化処理が実行される。この初期化処理には、撮像
部２の起動、視点設定部３の起動、条件取得部１３の用途取得部１３１における用途の取
得、背景モデルの読み込み、撮像部２を初期の視点に移動させる処理等が含まれる。なお
、初期の視点は計測対象物体５を観測できる範囲で自由に決定してよい。
　Ｓ２では、撮像部２は、現在位置する視点から計測対象物体５を撮像して、カラー画像
および距離画像を取得する。そして、撮像部２は、取得したカラー画像および距離画像を
データ取得部１１に供給する。また、視点設定部３は、視点位置姿勢情報をデータ取得部
１１に供給する。
【００１８】
　Ｓ３では、データ取得部１１は、撮像部２から供給されたカラー画像、距離画像、およ
び視点設定部３から供給された視点位置姿勢情報に対し、用途取得部１３１が取得した用
途に応じたデータ処理を実行する。データ取得部１１は、データ処理後のデータを、視点
決定部１２に供給する。
　実施形態１において「用途に応じたデータ処理」は、後述のように、三次元形状計測、
欠陥検査、特定物体認識、人物監視の各用途に応じたデータ処理であり、詳細は後述する
。なお、このデータ処理を実行する機能は、データ取得部１１とは別の機能部として設け
てもよいし、情報処理装置１の外部に設けてもよい。あるいは、データ処理を実行する機
能を撮像部２の機能として設け、データ処理の結果を、計測データとしてデータ取得部１
１１に供給するようにしてもよい。
【００１９】
　Ｓ４では、データ取得部１１は、ユーザが図示しない計測終了ボタンを押しているかど
うかを判定し、計測終了ボタンが押されていれば計測を終了する。一方、まだ計測終了ボ
タンが押されていない場合には、Ｓ５に進む。
　Ｓ５では、視点決定部１２は、データ取得部１１から供給されたデータ処理後のデータ
と用途取得部１３１が取得した用途とに基づいて、次に撮像すべき撮像部２の視点を決定
する。より詳細には、視点決定部１２において、候補視点生成部１２１が、１または複数
の候補視点を生成する。また、候補視点評価部１２２が、生成された候補視点を評価し、
条件を満たす中で最も評価が高かった視点を決定視点として選択する。視点決定部１２は
、選択した決定視点を次に撮像すべき撮像部２の視点として視点設定部３に供給する。
【００２０】
　Ｓ６では、視点設定部３は、視点決定部１２から受け取った次に撮像すべき視点に基づ
いて撮像部２を移動させる。この後、再びＳ２へ戻り、各部がＳ２からＳ６の処理を繰り
返す。
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　なお、以上では、Ｓ４において、計測終了ボタンが押されているか否かで計測の終了を
判定する例について述べたが、これに限定されるものではない。例えば、図示しない終了
判定部がデータ取得部１１から得られたデータと用途に基づいて終了すべきかどうかを判
定するようにしてもよい。すなわち、終了判定部が、計測データに基づいて、視点の決定
の終了条件を判定する。
【００２１】
　次に、情報処理装置１の内部の動作に関して、三次元形状計測、欠陥検査、特定物体認
識、人物監視のそれぞれの用途の情報が取得された場合の動作と、複数の用途を組合せた
場合の動作について、具体的な処理内容を順に説明する。
［用途１：三次元形状計測］
　条件取得部１３の用途取得部１３１において計測の用途として三次元形状計測が取得さ
れた場合には、データ取得部１１は、計測対象物体５の全周からの三次元モデルを生成す
る。本計測において次に計測（撮像）する視点を選択する基準は、三次元モデルにおいて
形状が途切れている箇所や穴が無くなるようにすることである。
　具体的には、この三次元形状計測では、データ取得部１１は、撮像部２から受け取った
カラー画像と距離画像と、視点設定部３から得られる視点位置姿勢情報とを用いて、計測
された三次元点群の計測対象物体５の座標系における位置を求める。
【００２２】
　より詳細には、データ取得部１１には、計測が終了するまで、図４のＳ３において、次
々に視点を変えながら撮像されたカラー画像、距離画像、視点位置姿勢情報が供給される
。データ取得部１１は、新たに得られた距離画像と視点位置姿勢情報を用い、距離画像中
の各画素に対応する三次元点群の座標を求める。さらに、データ取得部１１は、求めた三
次元点群の座標を、計測対象物体５の座標系における三次元点群の座標に変換して、点群
を統合する。ここで、「統合」とは、先に供給された距離画像から求めた点群のデータと
、新たに供給された距離画像から求めた点群のデータとをマージする動作を意味している
。
【００２３】
　ただし、距離画像から取得された三次元点群には、計測対象物体５に属する点群だけで
なく、背景物体に属する点群も含まれている。このため、データ取得部１１は、予め取得
してある背景モデルを用いて背景物体に属する点群を除去し、計測対象物体５に属する点
群だけを統合する。
　また、視点設定部３のロボットアーム３ａの位置姿勢の制御によっては、視点位置姿勢
情報に誤差が含まれている。このため、データ取得部１１は、得られた三次元点群にずれ
が生じる場合には、ＩＣＰ（Ｉｔｅｒａｔｉｖｅ　Ｃｌｏｓｅｓｔ　Ｐｏｉｎｔ）等の位
置合わせ手法を用いて点群の位置合わせを行った上で、点群を統合する。
【００２４】
　また、三次元モデルは、上記のように、得られた形状に途切れている箇所や穴があるか
どうかが問題となるため、データ取得部１１は、統合した点群のデータからメッシュを生
成してポリゴンデータとする。このポリゴンデータにおいて、点群同士が離れすぎている
場合には、データ取得部１１は、途切れている箇所や穴があるとして、当該箇所を特定す
る。なお、ポリゴンデータにカラー画像の情報を付加して、テクスチャ付きのポリゴンデ
ータとしてもよいし、色付き点群のポリゴンデータとしてもよい。
　また、計測の終了は、図示しない終了判定部が、データ取得部１１からポリゴンデータ
を受け取り、この終了判定部が、ポリゴンデータに途切れている箇所や穴が無いかを確認
して判定するようにしてもよい。この場合、終了判定部は、途切れている箇所や穴がある
場合には、次の視点を決定するように視点決定部１２に指示し、途切れている箇所や穴が
無い場合には、計測を終了させてもよい。
【００２５】
　また、Ｓ５において、視点決定部１２には、データ取得部１１からポリゴンデータが供
給され、条件取得部１３から三次元形状計測が用途であることを示す情報が供給される。
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視点決定部１２は、ポリゴンデータと用途の情報から、次に計測（撮像）すべき撮像部２
の視点を決定する。
　ここで、距離画像からは一番手前の物体の表面上の点群しか求めることができず、影に
なった部分の点群は求めることができない。このため、限定された数の視点からの距離画
像だけでは、計測対象物体５のポリゴンデータに、途切れている箇所や穴が生じる場合が
ある。したがって、候補視点生成部１２１は、ポリゴンデータにおいて途切れている箇所
や穴がある場所を特定する。
【００２６】
　以下、図５を用いて、ポリゴンデータにおいて途切れている箇所や穴がある場所を検出
する方法を説明する。図５（Ａ）は、ポリゴンデータにおけるメッシュの定義の例を示し
ている。ポリゴンデータ中では、頂点（５Ａ、５Ｂ．．．）毎に三次元座標が対応付けら
れている。また、ポリゴンデータ中では、あるエッジ５Ｃに対してはその両端の頂点５Ａ
と頂点５Ｂが対応付けられている。また、ポリゴンデータ中では、面５Ｄ、５Ｅに対して
は対応する頂点群（頂点５Ａ、５Ｂ．．．）あるいはエッジ群（５Ｃ．．．）が対応付け
られている。
　このようなポリゴンデータ中において、例えば図５（Ｂ）に太線で示すように、メッシ
ュが途切れている箇所５Ｇや穴５Ｆがある場所では、面の頂点と頂点を結ぶエッジに対し
て、片側にしか面が存在していない。そこで、視点決定部１２は、ポリゴンデータにおい
て、エッジの片側にしか面が存在しないエッジ（未接続エッジ）を見つけ出すことで、途
切れている箇所や穴を検出する。
【００２７】
　途切れている箇所５Ｇや穴５Ｆを検出すると、視点決定部１２は、図６に示すように、
撮像部２の画角を考慮し、途切れている箇所５Ｇや穴５Ｆを含む面を撮像できる視点の方
向を求める。さらに、視点決定部１２は、候補視点生成部１２１に、求めた視点の方向に
、計測対象物体５から撮像部２の焦点距離ｌ程度離れた位置を候補視点２０１として生成
させる。
　なお、途切れている箇所５Ｇや穴５Ｆの領域における計測対象物体５の形状は未知であ
る。このため、図７に示すように、候補視点生成部１２１が、途切れている箇所５Ｇや穴
５Ｆの領域を観測する方向や視点までの距離を変化させた複数の候補視点２０２ａ、２０
２ｂ、２０２ｃ．．．を生成するようにしてもよい。すなわち、計測データと、計測条件
とに基づいて、計測対象物体を次に計測すべき撮像部２の複数の候補視点を生成してもよ
い。
【００２８】
　ただし、候補視点の求め方は以上に限定されるものではない。例えば、図８に示すよう
に、計測対象物体５を取り囲むように正二十面体２０３を想定し、候補視点生成部１２１
が、正二十面体２０３の各頂点から正二十面体２０３の中心を観測する方向を候補視点と
して生成してもよい。あるいは、候補視点生成部１２１が、ランダムに大量の候補視点を
生成してもよい。
　候補視点評価部１２２は、候補視点生成部１２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。すなわち、候補視点
評価部１２２は、複数の候補視点に、計測条件に対応する評価関数を適用して、複数の候
補視点から１つ以上の視点を選択する。
【００２９】
　ここでは評価値の計算方法の例として、ボクセルを用いた方法について説明する。まず
、候補視点評価部１２２は、計測対象物体５を取り囲むのに十分な範囲にボクセルを配置
する。各ボクセルのサイズは撮像部２の解像度や被写界深度に基づいて得られる三次元点
群の間隔と同程度か少し大きい程度、つまり、１つのボクセルに点群が１個から十数個含
まれる程度の大きさとする。
　各ボクセルは「占有」、「空」、「未知」の３つの状態を持ち、最初は図９（Ａ）に示
すように、全てが「未知」の状態（図９（Ａ）では「未」と略記。）である。なお、この
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図９（Ａ）は、説明のために１ボクセル分の水平面について図示したものであり、実際に
はこのような水平面が高さ方向に重なった状態でボクセルが定義されている。
【００３０】
　次に、例えば図９（Ｂ）に示すように、ある視点２０５から撮像部２によって距離画像
が撮像されると、データ取得部１１は、距離画像から距離点群を求め、候補視点評価部１
２２に供給する。
　距離点群が供給されると、候補視点評価部１２２は、図９（Ｃ）に示すように、ボクセ
ル空間において距離点群が観測されたボクセル（２１０ａ、２１０ｂ）の状態を「未知」
から「占有」（図９（Ｃ）では「占」と略記。）に変更する。また、候補視点評価部１２
２は、観測値が得られなかった方向のボクセル２１０ｄの状態や、撮像部２から距離点群
が観測されたボクセルまでの間にあるボクセル２１０ｃの状態を「未知」から「空」に変
更する。
【００３１】
　候補視点を評価する際には、候補視点評価部１２２は、当該候補視点ｐから観測可能な
「未知」のボクセルの数Ｖ（ｐ）を求める。さらに、候補視点評価部１２２は、ポリゴン
データから当該候補視点から観測可能な未接続エッジの数Ｅ（ｐ）を求め、式（１）によ
りボクセルの数Ｖ（ｐ）と未接続エッジの数Ｅ（ｐ）の重み付き線形和として評価値Ｅｖ
ａｌ（ｐ）を計算する。
　Ｅｖａｌ（ｐ）＝ｗＶＶ（ｐ）＋ｗＥＥ（ｐ）　　　（１）
　候補視点評価部１２２が、この式（１）を用いて候補視点を評価することにより、未だ
観測されていないボクセルや、ポリゴンデータが途切れている箇所や穴が空いている領域
を観測可能な候補視点の評価値が高くなる。これにより、このような候補視点が次に撮像
すべき視点として選ばれやすくなる。
【００３２】
　次に、候補視点評価部１２２は、候補視点のうち、評価値Ｅｖａｌ（ｐ）が高い候補視
点から順に、現在の視点の位置姿勢から候補視点ｐの位置姿勢への移動が可能であるかど
うか、パスプランニングの判定をシミュレーションで行うことによって確認する。
　具体的には、パスプランニングの判定におけるシミュレーションでは、候補視点評価部
１２２は、視点設定部３の可動範囲、計測対象物体５や背景との干渉等に基づいて、現在
の視点から候補視点ｐへの移動が可能であるかを判定する。
【００３３】
　移動が不可能であった場合、候補視点評価部１２２は、次に評価値の高い候補視点ｐに
ついて、同様に、パスプランニングの判定を繰り返す。候補視点評価部１２２は、評価値
の高い候補視点からパスプランニングの判定をしていき、移動可能な候補視点ｐが見つか
った時点で、その候補視点ｐを次に計測すべき視点として選択し、視点設定部３に供給す
る。
　ただし、ここでは例えば各重み値ｗＶ＝ｗＥ＝１とするが、重み値はこれに限定される
ものではない。重み値ｗＶおよびｗＥとして経験に基づく固定の値を用いてもよいし、計
測回数に応じて変化させてもよいし、他の条件によって値を変えてもよい。
【００３４】
［用途２：欠陥検査］
　用途取得部１３１において、計測の用途として欠陥検査が取得された場合には、データ
取得部１１は、計測対象物体５を全周から観測して、計測対象物体５の表面におけるキズ
の有無を判定する。本計測において次に計測（撮像）する視点を選択する基準は、三次元
形状計測と同様に途切れている箇所や穴が無いことだけでなく、キズであるかどうかを断
定するために、複数回異なる視点からキズであるかどうかを確かめるようにすることであ
る。
　具体的には、データ取得部１１は、三次元形状計測の場合と同様にしてポリゴンデータ
を生成し、さらに撮像部２から受け取ったカラー画像に対してキズ判別処理を行い、キズ
であると判別した領域を計測対象物体５のポリゴンデータ上にマッピングする。キズ判別
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処理は、データ取得部１１が、例えば予め準備しておいたキズのテンプレート画像とのテ
ンプレートマッチングによって行う。なお、キズ判別処理は、これに限定されるものでは
なく、エッジ検出等を用いてキズを判別するようにしてもよい。
【００３５】
　より詳細には、データ取得部１１には、欠陥検査用途の計測が終了するまで、図４のＳ
３において、次々に視点を変えながら撮像されたカラー画像、距離画像、視点位置姿勢情
報が供給される。データ取得部１１は、新たに得られたカラー画像に対してキズ判別処理
を行い、キズ領域をポリゴンデータ上にマッピングしていく。データ取得部１１は、この
キズ判別処理を、所定数の視点からのカラー画像からキズであるかどうかを断定できるま
で繰り返す。キズ判別は、キズを観測する視点によって検出のしやすさが異なるため、デ
ータ取得部１１は、複数の視点で計測した情報を統合して、最終的にキズであるかどうか
を判断する。
【００３６】
　データ取得部１１は、キズであるかどうかを断定するために、キズのマッピングを行う
最小単位領域ｔごとに、キズ度合いＲ（ｔ）を計算によって求める。
　キズ度合いＲ（ｔ）は計測を開始する前は全ての領域で１．０という初期値であり、キ
ズ判別によってキズでないと判別された領域のキズ度合いＲ（ｔ）には、Ａを乗じる。一
方、キズであると判別された領域のキズ度合Ｒ（ｔ）には、１／Ａを乗じる。
　データ取得部１１は、例えば、キズ度合いが閾値Ｔｕ＝Ａαを超えた領域はキズである
と断定し、キズ度合いが閾値Ｔｂ＝１／Ａαを下回った領域はキズではないと断定する。
なお、Ａは１．０より大きな任意の数であり、ここでは例えばＡ＝２．０とする。また、
αは自然数であり、ここでは例えばα＝２とする。データ取得部１１は、キズ度合いをマ
ッピングしたポリゴンデータを視点決定部１２に送る。
【００３７】
　ここで、計測を終了させる方法として以下のような方法を用いてもよい。図示しない終
了判定部が、データ取得部１１からキズ度合いがマッピングされたポリゴンデータを受け
取り、まず、三次元形状計測の場合と同様に、途切れている箇所や穴が無いかを確認して
終了を判定する。終了判定部は、途切れている箇所や穴がある場合には、次の視点を決定
するように視点決定部１２に指示する。
　一方、途切れている箇所や穴が無い場合には、終了判定部は、計測対象物体５の物体表
面上でキズであるかどうかを断定できていない領域の有無を確認し、もし、断定できてい
ない領域がある場合には、次の視点を決定するように視点決定部１２に指示する。逆に、
キズであるかどうかを断定できていない領域が無い場合には、終了判定部は、計測を終了
させる。
【００３８】
　Ｓ５において、視点決定部１２には、データ取得部１１からキズ度合いがマッピングさ
れたポリゴンデータが供給され、条件取得部１３から欠陥検査が用途であることを示す情
報が供給される。
　視点決定部１２は、ポリゴンデータと用途の情報から、次に撮像すべき視点を２段階の
処理で決定する。まず、候補視点生成部１２１は、三次元形状計測の場合と同様に、途切
れている箇所や穴の領域を無くすように候補視点を生成する。次に、候補視点生成部１２
１は、キズかどうか断定できていない領域を無くすように候補視点を生成する。候補視点
生成部１２１は、キズ度合いがマッピングされたポリゴンデータにおいて、マッピングを
行う最小単位領域ｔごとにキズ度合いＲ（ｔ）の値が、Ｔｂ＜Ｒ（ｔ）＜Ｔｕの条件を満
たす領域ｔを特定する。
【００３９】
　この条件を満たす領域ｔではキズの有無が断定されていないため、候補視点生成部１２
１は、当該領域ｔを観測できるような視点を候補視点として生成する。なお、キズの有無
を断定できていない領域ｔが多い場合には、大量の候補視点が生成されてしまうため、計
算の効率を上げるために、候補視点生成部１２１が、適当な間隔で候補視点をサンプリン
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グするようにしてもよい。
　候補視点評価部１２２は、候補視点生成部１２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。ここでは評価値の計
算方法として、三次元形状計測の場合と同様に、ボクセルを用いた方法を用いる。さらに
、ポリゴンデータが生成された領域では、マッピングされたキズ度合いによる評価を行う
。まず、候補視点評価部１２２は、候補視点ｐから観測可能な領域ｔの集合Θ（ｐ）に対
して、式（２）によってキズ度合いの判断指数Ｄ（ｐ）を計算する。
【００４０】
【数１】

【００４１】
　ただし、ｇ（ｔ）は式（３）によって表現される。

【数２】

【００４２】
　次に、候補視点評価部１２２は、式（４）によりボクセルの数Ｖ（ｐ）と未接続エッジ
の数Ｅ（ｐ）と判断指数Ｄ（ｐ）の重み付き線形和として評価値Ｅｖａｌ（ｐ）を計算す
る。
　Ｅｖａｌ（ｐ）＝ｗＶＶ（ｐ）＋ｗＥＥ（ｐ）＋ｗＤＤ（ｐ）　　　（４）
　候補視点評価部１２２が式（４）を用いて候補視点を評価することにより、未だ観測さ
れていないボクセルや、ポリゴンデータが途切れている箇所や穴が空いている領域や、キ
ズであるかどうかの断定ができていない領域を観測可能な候補視点の評価値が高くなる。
これにより、このような候補視点が次に撮像すべき視点として選ばれやすくなる。
【００４３】
　さらに、三次元形状計測の場合と同様に、候補視点評価部１２２は、候補視点のうち、
評価値Ｅｖａｌ（ｐ）が高い視点から順にパスプランニング判定を行い、次に撮像すべき
視点を選択し、視点設定部３に供給する。なお、ここでは例えば重み値ｗＶ＝ｗＥ＝ｗＤ

＝１とするが、重み値はこれに限定されるものではなく、重み値ｗＶ、ｗＥ、ｗＤとして
経験に基づく固定の値を用いてもよいし、計測回数に応じて変化させてもよいし、他の条
件によって値を変えてもよい。
【００４４】
［用途３：特定物体認識］
　用途取得部１３１において、特定物体認識が取得された場合には、データ取得部１１は
、計測対象物体５をある視点から観測して、予め定められている複数の物体モデルの中で
、計測対象物体５がどのモデルに該当する物体であるかを分類する。すなわち、データ取
得部１１は、観測した計測対象物体５が、どのモデルの物体と同じ物体であるかを分類す
る。本計測において次に計測する視点を選択する基準は、計測対象物体５に固有の特徴的
な幾何形状やテクスチャ等を、様々な視点から観測することである。
【００４５】
　具体的には、データ取得部１１は撮像部２から受け取ったカラー画像に対して特徴点検
出（特徴点抽出）を行い、視点位置姿勢情報と距離画像を参照して特徴点に三次元位置情
報とを対応付けて保存する。この際、データ取得部１１は、背景モデルを用いて、背景に
属する特徴点は削除し、計測対象物体５に属する特徴点のみを三次元位置情報と対応付け
て保存する。
　そして、データ取得部１１は、検出した特徴点に対して、物体認識対象のモデルデータ
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とマッチングを行って、類似度が高いモデルを選択する。類似度が高いモデルをただ一つ
選択することができた場合は、そのモデルが認識結果となる。一方、類似度が高いモデル
が存在しない場合や、複数のモデルにおいて類似度が高い場合には、データ取得部１１は
、次の視点で観測した結果も利用して認識結果を判断する。特徴点検出は例えばＳＵＲＦ
（Ｓｐｅｅｄ－Ｕｐ　Ｒｏｂｕｓｔ　Ｆｅａｔｕｒｅｓ）特徴量を用いるが、これに限定
されるものではなく、他の特徴量を用いてもよい。
【００４６】
　データ取得部１１には、計測が終了するまで、図４のＳ３において、次々に視点を変え
ながら撮像されたカラー画像、距離画像、視点位置姿勢情報が供給される。データ取得部
１１は、新たに得られたカラー画像に対して特徴点検出を行い、物体認識対象のモデルデ
ータとのマッチングを行う。ここで、既に得られている認識結果が、モデルＡである確率
がＰＡ、モデルＢである確率がＰＢ、モデルＣである確率がＰＣ、・・であるとする。新
たに得られた認識結果が、モデルＡである確率がＰＡ

ｎｅｗ、モデルＢである確率がＰＢ
ｎｅｗ、モデルＣである確率がＰＣ

ｎｅｗ、・・である場合、モデルｊである認識確率Ｐ

ｊ´は、式（５）で計算される。
【００４７】
【数３】

【００４８】
　データ取得部１１は、このようにして、各モデルの認識確率を更新しながら計測を行い
、それを図示しない終了判定部に送る。また、データ取得部１１は、視点位置姿勢情報お
よび三次元位置情報が対応付けられた特徴点群を視点決定部１２に供給する。
　計測の終了は、図示しない終了判定部が、データ取得部１１から受け取った各モデルに
おける認識確率を確認して判定するようにしてもよい。終了判定部は、最も認識確率の高
いモデルの確率が閾値ＴＭを超えた時、そのモデルを認識結果として計測を終了させる。
一方、どのモデルも認識確率が閾値ＴＭを超えない場合には、終了判定部は、次の視点を
決定するように視点決定部１２に指示する。
【００４９】
　また、Ｓ５において、視点決定部１２には、データ取得部１１から視点位置姿勢情報と
三次元位置情報とを対応付けられた特徴点群が供給され、条件取得部１３から特定物体認
識が用途であることを示す情報が供給される。視点決定部１２は、特徴点群と用途の情報
から、次に撮像すべき視点を決定する。まず、候補視点生成部１２１は、特徴点群の空間
的な分布を確認し、近い特徴点群同士を特徴点クラスタとする。そして、候補視点生成部
１２１は、特徴点クラスタごとにクラスタ内部の特徴点を多く観測しやすい視点を候補視
点として生成する。特徴点を多く観測しやすい視点に関しては、様々な方向からの視点が
考えられるが、候補視点生成部１２１が、ランダムに適当な方向をサンプリングして求め
ればよい。
【００５０】
　候補視点評価部１２２は、候補視点生成部１２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。評価値Ｅｖａｌ（ｐ
）は、候補視点ｐから観測可能な特徴点の数Ｆ（ｐ）と、これまでに用いた視点の集合Φ
を用いた式（６）により、候補視点評価部１２２が計算する。
【００５１】
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【数４】

【００５２】
　候補視点評価部１２２が、式（６）を用いて候補視点を評価することによって、観測可
能な特徴点の数が多く、これまでに観測した視点とは異なる位置姿勢の候補視点の評価値
が高くなり、次に撮像すべき視点として選ばれやすくなる。
　三次元形状計測の場合と同様に、候補視点評価部１２２は、候補視点のうち、評価値Ｅ
ｖａｌ（ｐ）の高い候補視点から順にパスプランニング判定を行い、次に撮像すべき視点
を選択して、視点設定部３に供給する。なお、ここでは重み値ｗＦ＝ｗｄ＝１とするが、
重み値はこれに限定されるものではなく、重み値ｗＦ、ｗｄとして経験に基づく固定の値
を用いてもよいし、計測回数に応じて変化させてもよいし、他の条件によって値を変えて
もよい。
【００５３】
［用途４：人物監視］
　用途取得部１３１において、人物監視が取得された場合には、データ取得部１１は、計
測対象である人を指定したエリア内でトラッキングするように観測する。
　本計測において次に計測する視点を選択する基準としては、計測対象である人が動いて
いる方向から、次に到達する位置を予測して、その位置を観測することである。
　具体的には、データ取得部１１は、撮像部２からのカラー画像と距離画像から、人物領
域を切り出して、人物の行動を分類し、正常か異常かを判断する。人物の行動を分類する
方法は、例えば、人体の関節モデルを当てはめて行動と対応付けてもよいし、ディープ・
ラーニング（Ｄｅｅｐ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ）等の識別器を用いてたくさんの事例との適合
度から推定してもよい。
【００５４】
　データ取得部１１には、計測が終了するまで、図４のＳ３において、次々に視点を変え
ながら撮像されたカラー画像、距離画像、視点位置姿勢情報が供給される。
　人物監視用途の場合は、時系列のデータを統合する必要は無く、各データの分類と正常
・異常のみを判断していればよい。データ取得部１１は、人体の関節モデルと分類結果を
視点決定部１２に供給する。
　計測の終了は、図示しない終了判定部が、データ取得部１１から受け取った分類結果を
確認して判定するようにしてもよい。終了判定部は、一定時間、人物が検出されなくなっ
たら計測の終了を指示する。または、別途ユーザから指定された期間、監視を行ったら計
測を終了させるようにしてもよい。終了判定部は、終了しない場合には、次の視点を決定
するように視点決定部１２に指示する。
【００５５】
　Ｓ５において、視点決定部１２には、データ取得部１１から人体の関節モデルと分類結
果が供給され、条件取得部１３から人物監視が用途であることを示す情報が供給される。
視点決定部１２は、人体の関節モデルと分類結果と用途の情報から、次に計測すべき視点
を決定する。まず、候補視点生成部１２１は、過去の近傍数フレームにおける人体の関節
モデルと新しく受け取った人体の関節モデルの推移および行動の分類結果から、関節モデ
ルの動きを予測する。そして、候補視点生成部１２１は、人体を撮像部２のなるべく中心
で観測できるような視点を候補視点として生成する。
【００５６】
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　候補視点評価部１２２は、候補視点生成部１２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。ここでは評価値の計
算に、人体モデルが次の計測時に移動すると予測される移動先ｙの集合Ωと、各移動先ｙ
に移動する確率ρ（ｙ）と、候補視点ｐからある点ｘを観測した場合における画像の中心
からｘの撮像位置までの距離Ｄｉｓｔ（ｐ、ｘ）とを用いる。具体的には、候補視点評価
部１２２は、式（７）を用いて評価値Ｅｖａｌ（ｐ）を計算する。
【００５７】
【数５】

【００５８】
　候補視点評価部１２２が、式（７）を用いて候補視点を評価することによって、移動す
る確率が高い位置を画像の中心に捉えながら、多くの予測される移動先を画像内に網羅で
きるような候補視点の評価値が高くなり、次の視点として選ばれやすくなる。
　三次元形状計測の場合と同様に、候補視点評価部１２２は、候補視点のうち、評価値Ｅ
ｖａｌ（ｐ）の高い候補視点から順にパスプランニング判定を行い、次に撮像すべき視点
を選択して、視点設定部３に供給する。なお、ここでは重み値ｗｋ＝１とするが、重み値
の値はこれに限定されるものではなく、重み値ｗｋは経験に基づく固定の値を用いてもよ
いし、計測回数に応じて変化させてもよいし、他の条件によって値を変えてもよい。
【００５９】
［複数の用途に応じた動作］
　複数の用途のための次に撮像すべき視点を求めることも可能である。例えば、三次元形
状計測と特定物体認識の２つの用途を実現したい場合は、候補視点生成部１２１は、既に
述べたそれぞれの用途における処理に基づいて候補視点群を生成する。そして、候補視点
評価部１２２は、式（１）と式（６）を組合せた式（８）によって評価値Ｅｖａｌ（ｐ）
を求めて各候補視点を評価し、評価値が高い候補視点を次に撮像すべき視点とする。これ
により、複数の用途に応じて、次に撮像すべき視点を適切に決定することができる。
【００６０】

【数６】

【００６１】
　以上のように、実施形態１では、計測対象物体を計測する用途に応じて、計測対象物体
を次に計測すべき計測装置（撮像部２）の視点を適切に決定することができる。また、実
施形態１では、このように決定した視点に撮像部２を移動させて計測を繰り返す。すなわ
ち、データ取得部１１による計測データの取得と、視点決定部１２による撮像部２の視点
の決定と、撮像部２の視点の出力とを繰り返す。計測対象物体を次に計測すべき撮像部２
の視点は用途に応じて適切に設定されているため、この視点に応じて計測を行うことによ
り、用途に応じて効率良く計測を行うことができる。また、計測対象物体を計測する用途
は、ユーザが選択するため、ユーザの選択に応じた計測を効率よく行うことができる。
【００６２】
＜実施形態２＞
　実施形態２に係る計測システムは、計測の用途に関するスペック要求に応じて、計測対
象物体を次に計測すべき撮像部２の視点を適切に決定する。この決定された視点に撮像部
を順次移動させながら計測対象物体の計測を行うことによって、スペック要求に応じた適
切な計測を行うことができる。ここで、「スペック要求」とは、用途に応じた、計測対象
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物体の計測において優先されるべき仕様の項目ないしファクタである。
　実施形態１では複数の用途に応じて、次に計測すべき適切な視点を決定していたが、実
施形態２では精度や速度等の複数のスペック要求に応じて次に計測すべき視点を決定する
。そのため、計測の用途が決まっている場合であっても、用途に関するスペック要求に応
える計測が可能である。実施形態２では、計測対象物体の三次元形状計測の用途を例に挙
げて、複数のスペック要求の例として、精度、速度、複雑度、の３つのスペック要求を選
択可能な場合について説明するが、実施形態２を適用可能なスペック要求はこれらに限定
されない。
【００６３】
［装置の構成］
　図１０は、実施形態２に係る計測システムの構成例を示すブロック図である。この計測
システムは、撮像部２と、視点設定部３と、撮像部２からの情報に応じて視点設定部３の
制御を行う情報処理装置３０とを備えている。実施形態２における計測システムは、実施
形態１における図１の構成を一部変更したものであり、図１０中の撮像部２、視点設定部
３は、実施形態１と同じであり、同様の動作を行う。
　実施形態２における情報処理装置３０は、データ取得部３１と、視点決定部３２と、計
測条件を取得する条件取得部３３とを備えている。データ取得部３１は、三次元形状計測
のデータ処理を行う。視点決定部３２は、データ取得部３１から供給されたデータ処理後
のデータと条件取得部３３から供給された計測条件とから、次に撮像すべき撮像部２の視
点を決定し、視点設定部３に供給する。
【００６４】
　視点決定部３２は、候補視点を生成する候補視点生成部３２１と、候補視点生成部３２
１によって生成された候補視点に対して評価を行う候補視点評価部３２２とを備えている
。実施形態２において、条件取得部３３は、計測に関するスペック要求の情報を取得する
スペック要求取得部３３２を備えている。
　実施形態２では、条件取得部３３におけるスペック要求取得部３３２で取得したスペッ
ク要求の情報に応じて情報処理装置３０内部の動作を変化させる。このため、まず動作の
概略についてのみ説明し、その後で、スペック要求ごとに場合分けして動作の詳細を説明
する。
【００６５】
　データ取得部３１は、撮像部２からカラー画像と距離画像を受け取り、例えば三次元形
状計測等のデータ処理を実行する。そして、データ取得部３１は、データ処理後のデータ
を視点決定部３２に供給する。
　視点決定部３２は、データ取得部３１から供給されるデータ処理後のデータと、条件取
得部３３から供給されるスペック要求（優先すべき仕様）とに応じて、計測対象物体５を
次に計測すべき撮像部２の視点を決定する。
　具体的には、候補視点生成部３２１は、スペック要求に応じた少なくとも１つの候補視
点を生成する。候補視点評価部３２２は、候補視点生成部３２１によって生成された候補
視点に対してスペック要求に応じた評価を行い、決定視点を選択する。候補視点評価部３
２２は、選択した決定視点を次に撮像すべき撮像部２の視点として視点設定部３に供給す
る。
【００６６】
　条件取得部３３は、計測における条件を取得して、その情報を視点決定部３２に供給す
る。実施形態２では、スペック要求取得部３３２がスペック要求の情報を取得し、取得し
たスペック要求の情報を視点決定部３２に供給する。スペック要求（優先する仕様の情報
）には、例えば計測対象物体５の計測における精度、速度、複雑度のいずれか１つ以上が
含まれる。
　実施形態２においてスペック要求取得部３３２がスペック要求を取得する方法は、図示
しないタッチディスプレイに各スペック要求に対応する画像を表示させ、ユーザに優先す
べきスペック要求を選択させる方法である。ただし、スペック要求を取得する方法は、こ
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れに限定されるものではなく、スペック要求取得部３３２が、ユーザからの音声入力によ
って取得してもよいし、ユーザが、例えば、精度、速度、複雑度の具体的な目標値を数値
として入力したものを取得してもよい。
【００６７】
［計測と視点決定処理］
　以下、実施形態２の計測システムによる計測と視点決定処理を説明する。実施形態２で
は、後に場合分けして説明するスペック要求によらず、同じフローチャートを用いて処理
の流れを説明することができる。また、実施形態２における処理の全体の流れは図４のフ
ローチャートと同様の流れであるため、図４を用いて説明を行う。また、実施形態２にお
けるＳ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ６における処理は実施形態１と同じであり、同様の処理を行う
ため、それ以外のＳ１とＳ５についてのみ説明を行う。
【００６８】
　Ｓ１では、計測システムにおいて初期化処理が実行される。初期化処理には、撮像部２
の起動、視点設定部３の起動、条件取得部３３のスペック要求取得部３３２におけるスペ
ック要求の取得、背景モデルの読み込み、撮像部２を初期の視点に移動させる処理等が含
まれる。なお、初期の視点は計測対象物体５を観測できる範囲で自由に決定してよい。
　Ｓ５では、視点決定部３２は、データ取得部３１から供給されたデータ処理後のデータ
とスペック要求取得部３３２で取得されたスペック要求とに基づいて、次に撮像すべき撮
像部２の視点を決定する。より詳細には、候補視点生成部３２１が候補視点を生成し、生
成された候補視点を候補視点評価部３２２が評価して条件を満たす中で最も評価が高かっ
た候補視点を決定視点として選択する。候補視点評価部３２２は、選択した決定視点を次
に計測すべき撮像部２の視点として視点設定部３に供給する。
【００６９】
　次に、情報処理装置３０の内部の動作に関して、精度、速度、複雑度のそれぞれのスペ
ック要求の情報が取得された場合の動作について、具体的な処理内容を順に説明する。
［仕様１：精度を優先する場合］
　条件取得部３３のスペック要求取得部３３２において、優先すべきスペック要求として
精度が取得された場合には、視点決定部３２は、計測対象物体５の全周からの三次元モデ
ルが高精度に生成されるように次に計測すべき撮像部２の視点の決定を行う。
　本計測において次に撮像する視点を選択する基準は、ポリゴンデータにおいて設定して
おいたエッジの長さの最大値を超える長さのエッジ領域を観測することである。なお、こ
の最大値はユーザが指定しておくようにしてもよい。このように視点を選択することによ
って、エッジが長く疎な三次元点群しか得られていない領域の計測を行い、三次元点群の
密度を高くすることができる。
【００７０】
　Ｓ３において、データ取得部３１は、実施形態１の三次元形状計測の場合と同様に、撮
像部２から得られた距離画像と視点設定部３から得られた視点位置姿勢情報からポリゴン
データを生成する。計測を行っている間、視点を変更して撮像された距離画像が順次供給
されるため、データ取得部３１は、供給された距離画像に基づいてポリゴンデータを更新
する。
　精度を優先する場合、計測時間が長くかかったとしても、最終的な三次元モデルの結果
の精度が高いことが望まれる。そこで、撮像部２は、同じ視点からの撮像を複数回繰り返
し、複数のカラー画像および複数の距離画像をセットにしてデータ取得部３１に供給する
。データ取得部３１は、複数のカラー画像および距離画像を平均化したカラー画像および
距離画像を用いてポリゴンデータの更新を行うことで、撮像部２による偶然誤差の影響を
抑制することができる。
　計測の終了は、図示しない終了判定部が、データ取得部３１からポリゴンデータを受け
取り、途切れている箇所や穴、点群の密度が低い箇所が無いかを確認して判定するように
してもよい。この場合、終了判定部は、点群の密度が低い箇所が無い場合には計測を終了
させる。
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【００７１】
　また、Ｓ５において、視点決定部３２には、データ取得部３１からポリゴンデータが供
給され、条件取得部３３から優先すべきスペック要求が精度であることを示す情報が供給
される。視点決定部３２は、ポリゴンデータと優先すべきスペック要求を示す情報とから
、次に計測すべき撮像部２の視点を決定する。
　候補視点生成部３２１が候補視点を生成する処理は実施形態１の三次元形状計測の場合
と同様にして実行することができる。さらに、精度を向上させるために、候補視点生成部
３２１は、得られた候補視点に対して、対象物体までの距離が近づくように視線方向に移
動させた視点を候補視点に追加する。このような候補視点を追加することで、計測対象物
体５のより詳細な部分まで撮像しやすくなる。
【００７２】
　候補視点評価部３２２は、候補視点生成部３２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。すなわち、候補視点
評価部３２２は、複数の候補視点に、計測条件に対応する評価関数を適用して、複数の候
補視点から１つ以上の視点を選択する。評価値の計算では、候補視点評価部３２２は、ま
ず、実施形態１の三次元形状計測の場合と同様にボクセルを用いて候補視点ｐから観測可
能な「未知」のボクセルの数Ｖ（ｐ）を求める。次に、候補視点評価部３２２は、ポリゴ
ンデータにおいて候補視点ｐから観測可能な未接続エッジの数Ｅ（ｐ）と観測可能なエッ
ジの中で所定長より長いエッジの数Ｌ（ｐ）を求める。さらに、候補視点評価部３２２は
、式（９）により評価値Ｅｖａｌ（ｐ）を計算する。
　Ｅｖａｌ（ｐ）＝ｗＶＶ（ｐ）＋ｗＥＥ（ｐ）＋ｗＬＬ（ｐ）　　　（９）
【００７３】
　候補視点評価部３２２が、式（９）を用いて候補視点を評価することによって、式（１
）と同様に未だ観測されていないボクセルや、ポリゴンデータが途切れている箇所や穴が
空いている領域を観測可能な候補視点の評価値が高くなる。
　さらに、実施形態２においては、長いエッジによって密度の低い三次元モデルになって
いる領域を観測可能な候補視点の評価値が高くなり、より高精度に計測できる候補視点が
選択されやすくなる。
　次に、候補視点評価部３２２は、実施形態１の三次元形状計測と同様に、評価値の高い
候補視点から順にパスプランニングの判定を行い、移動可能な候補視点を次に撮像すべき
視点として決定する。なお、式（９）におけるそれぞれの重み値ｗＶ、ｗＥ、ｗＬとして
経験に基づく固定の値を用いてもよいし、計測回数に応じて変化させてもよいし、他の条
件によって値を変えてもよい。
【００７４】
［仕様２：速度を優先する場合］
　スペック要求取得部３３２において、優先すべきスペック要求として速度が取得された
場合には、視点決定部３２は、計測対象物体５の全周からの三次元モデルを短い時間で生
成するように次に計測すべき撮像部２の視点の決定を行う。
　本計測において次に計測する視点を選択する基準は、計測対象物体５を粗い点群密度で
もよいので全周から撮像することを優先し、すでに取得されている三次元形状データとの
オーバーラップが少ない視点から撮像することである。
【００７５】
　Ｓ３において、データ取得部３１は、実施形態１の三次元形状計測の場合と同様に、ポ
リゴンデータを生成して、順次取得したデータで更新していく。速度を優先する場合、最
終的な三次元モデルの精度が不十分であっても、一定時間以内に計測を終了させることが
望まれる。このため、データ取得部３１は、ポリゴンデータにおいて、点群同士が離れて
いる場合でも、可能な限り点群の接続を行い、メッシュとして生成することで、いつでも
結果として出力できるようにしておく。
　そして、データ取得部３１は、優先して全体の概形状を生成した後で、時間が残されて
いれば、より詳細な形状を取得して、詳細なポリゴンデータへと更新していく。なお、計
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測の終了は、データ取得部３１あるいは図示しない終了判定部が、計測の処理時間が一定
時間を超えているか否かによって判定し、一定時間を超えていれば計測の終了を指示する
ようにしてもよい。
【００７６】
　Ｓ５において、視点決定部３２には、データ取得部３１からポリゴンデータが供給され
、条件取得部３３から優先すべきスペック要求が速度であることを示す情報が供給される
。視点決定部３２は、ポリゴンデータとスペック要求の情報とから、次に撮像すべき撮像
部２の視点を決定する。候補視点生成部３２１が候補視点を生成する処理は実施形態１の
三次元形状計測の場合と同様にして実行することができる。さらに、速度を向上させるた
めに、候補視点生成部３２１は、得られた候補視点に対して、計測対象物体５からの距離
が遠ざかるように視線方向に移動させた視点を候補視点に追加する。このような候補視点
を追加することで、１回の撮像で計測対象物体５の全体像をより捉えやすくなる。
【００７７】
　候補視点評価部３２２は、候補視点生成部３２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が最大の候補視点を決定視点として選択する。評価値の計算では、候補視点評
価部３２２は、まず、実施形態１の三次元形状計測の場合と同様にボクセルを用いて候補
視点ｐから観測可能な「未知」のボクセルの数Ｖ（ｐ）を求める。次に、候補視点評価部
３２２は、ポリゴンデータにおいて候補視点ｐから観測可能な未接続エッジの数Ｅ（ｐ）
と観測可能なエッジの中で所定長より長いエッジの割合Ｌ（ｐ）、および観測可能な面の
面積Ｆ（ｐ）とを求める。さらに、候補視点評価部３２２は、式（１０）により評価値Ｅ
ｖａｌ（ｐ）を計算する。
　Ｅｖａｌ（ｐ）＝ｗＶＶ（ｐ）＋ｗＥＥ（ｐ）＋ｗＬ（Ｖａｌｌ（ｐ）－Ｖ（ｐ））Ｌ
（ｐ）－ｗＦＶ（ｐ）Ｆ（ｐ）　　　（１０）
　ただし、Ｖａｌｌ（ｐ）は候補視点ｐから観測可能なボクセルの総数である。
【００７８】
　候補視点評価部３２２が、式（１０）を用いて候補視点を評価することによって、式（
１）と同様に未だ観測されていないボクセルや、ポリゴンデータが途切れている箇所や穴
が空いている領域を観測可能な候補視点の評価値が高くなる。さらに、計測を開始して間
もない未知のボクセルの数が多い状態では、既に観測しているポリゴンの面がなるべく少
なくなる候補視点の評価値が高くなるようにして、同じ領域をオーバーラップして計測し
にくい候補視点の評価値が高くなる。
　また、計測が進み未知のボクセルの数が少なくなってくると、所定長より長いエッジが
観測される視点の評価値が高くなり、粗いポリゴンデータをより詳細に計測できる候補視
点が選択されやすくなる。
　次に、候補視点評価部３２２は、実施形態１の三次元形状計測の場合と同様に、評価値
の高い視点から順にパスプランニングの判定を行い、次に撮像すべき視点を決定する。な
お、式（１０）におけるそれぞれの重み値ｗＶ、ｗＥ、ｗＬ、ｗＦとして経験に基づく固
定の値を用いてもよいし、計測回数に応じて変化させてもよいし、他の条件によって値を
変えてもよい。
【００７９】
［仕様３：複雑度を優先する場合］
　スペック要求取得部３３２において、優先すべきスペック要求として複雑度が取得され
た場合には、視点決定部３２は、計測対象物体５の形状として複雑な箇所が優先して撮像
されるように次に計測すべき撮像部２の視点の決定を行う。本計測において次に計測する
視点を選択する基準としては、複雑な形状部分を多視点から観測することである。
　Ｓ３において、データ取得部３１は、実施形態１と同様にしてポリゴンデータを生成し
て、順次取得したデータで更新していく。優先すべきスペック要求が複雑度である場合、
平坦な面やなだらかな面の領域は正確に計測されなかったとしても、複雑な形状の領域を
正確にモデル化できることが望まれる。そこで、データ取得部３１は、カラー画像と距離
画像の両方から平坦な面やなだらかな面であると判断される領域については、ポリゴンデ
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ータを生成する際に、点群の密度が疎であってもエッジとして接続し、その領域に対して
低い複雑度を設定する。
【００８０】
　逆に、カラー画像と距離画像のどちらかまたは両方から、複雑な形状であると考えられ
る領域には、データ取得部３１は、高い複雑度を設定する。さらに、データ取得部３１は
、設定した複雑度に対して、各面の近傍における点群の密度に応じて達成度を計算する。
複雑度が高い領域ほど、点群の密度も高い必要があり、データ取得部３１は、複雑度に応
じた密度の基準を達成している割合を達成度として求める。
　計測の終了は、図示しない終了判定部が、データ取得部３１から複雑度と達成度付きの
ポリゴンデータを受け取り、達成度を評価して判定してもよい。達成度が基準値に満たな
い領域がある場合には、終了判定部は、次の視点を決定するように視点決定部３２に指示
し、達成度が基準値に満たない領域が無く全ての領域で達成度が満たされている場合には
計測を終了させる。
【００８１】
　Ｓ５において、視点決定部３２には、データ取得部３１から複雑度と達成度付きのポリ
ゴンデータが供給されており、条件取得部３３から優先すべきスペック要求が複雑度であ
ることを示す情報が供給されている。視点決定部３２は、ポリゴンデータと優先すべきス
ペック要求の情報とから、次に撮像すべき撮像部２の視点を決定する。候補視点生成部３
２１で候補視点を生成するには、図７における途切れている箇所５Ｇや穴５Ｆを達成度が
低い領域とし、その領域を様々な方向から観測する候補視点を生成すればよい。このよう
な候補視点を追加することで、複雑な領域でかつ、計測が足りていない領域をより捉えや
すくなる。
【００８２】
　候補視点評価部３２２は、候補視点生成部３２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。評価値の計算では、
候補視点評価部３２２は、まず、実施形態１と同様にボクセルを用いて候補視点ｐから観
測可能な「未知」のボクセルの数Ｖ（ｐ）を求める。さらに、候補視点評価部３２２は、
式（１１）により評価値Ｅｖａｌ（ｐ）を求める。
【００８３】
【数７】

【００８４】
　候補視点評価部３２２が、式（１１）を用いて候補視点を評価することによって、式（
１）と同様に未だ観測されていないボクセルや、ポリゴンデータが途切れている箇所や穴
が空いている領域を観測可能な候補視点の評価値が高くなる。さらに、達成度が低い領域
を観測可能な候補視点が選択されやすくなり、過去に観測したのとは異なる方向から撮像
する候補視点が選ばれやすくなる。なお、それぞれの重み値ｗＶ、ｗＥ、ｗＨ，ｗｄは経
験に基づく固定の値を用いてもよいし、計測回数に応じて変化させてもよいし、他の条件
によって値を変えてもよい。
【００８５】
［複数の仕様に応じた動作］
　複数のスペック要求が取得された場合にも、計測対象物体５を次に撮像すべき撮像部２
の視点を適切に決定することが可能である。例えば、速度優先かつ複雑度優先の２つを実
現したい場合は、候補視点生成部３２１は、既に述べたそれぞれの場合に基づいて候補視
点群を生成する。そして、候補視点評価部３２２は、式（１０）と式（１１）を組合せた
式（１２）によって候補視点を評価し、評価値が高い候補視点を次に撮像すべき撮像部２
の視点とする。これにより、複数のスペック要求に応じて、次に撮像すべき撮像部２の視



(21) JP 2017-203701 A 2017.11.16

10

20

30

40

50

点を適切に決定することができる。
【００８６】
【数８】

【００８７】
　以上のように、実施形態２では、計測対象物体に対して、ユーザが選択したスペック要
求に応じて、計測対象物体を次に計測すべき計測装置（撮像部２）の視点を適切に決定す
ることができる。すなわち、対象物体の計測において優先されるべき仕様の情報に応じて
、計測対象物体を次に計測すべき計測手段の視点を適切に決定することができる。このよ
うに決定した視点に撮像部２を移動させて撮像を繰り返していくことによって、用途に関
するスペック要求に応じた適切な計測を行うことができる。
【００８８】
＜実施形態３＞
　実施形態３に係る計測システムは、移動可能範囲や移動速度等の移動手段の特性に応じ
て、計測対象物体を次に計測すべき撮像部２の視点を適切に決定する。この決定された視
点に撮像部を順次移動させながら計測対象物体の計測を行うことによって、移動手段の特
性に応じた適切な計測を行うものである。実施形態１および２では、それぞれ用途とスペ
ック要求に応じて適切な視点を決定する場合について説明したが、実施形態３では、撮像
部２を計測対象物体５を計測する視点へ移動させる移動手段（視点設定部３）の特性の情
報に応じて適切な視点を決定する。そのため、ユーザが自由に移動手段を取り替えても、
移動手段に応じた適切な計測を行うことができる。実施形態３では、対象物体の三次元形
状計測の用途を例に挙げて、移動手段の特性の例として、移動可能範囲、移動速度、移動
精度の３つについて説明するが、実施形態３を適用可能な移動手段の特性はこれらに限定
されない。
【００８９】
［装置の構成］
　図１１は、実施形態３に係る計測システムの構成例を示すブロック図である。この計測
システムは、撮像部２と、視点設定部３と、撮像部２からの情報に応じて視点設定部３の
制御を行う情報処理装置４０とを備えている。実施形態３における計測システムは、実施
形態２における図１０の構成を一部変更したものであり、図１１中の撮像部２、視点設定
部３は、実施形態１と同じであり、同様の動作を行う。
　実施形態３における情報処理装置４０は、データ取得部４１と、視点決定部４２と、計
測条件を取得する条件取得部４３とを備えている。データ取得部４１は、例えば三次元形
状計測等のデータ処理を実行する。視点決定部４２は、データ取得部４１から供給された
データ処理後のデータと条件取得部４３から供給される計測条件とから、次に撮像すべき
撮像部２の視点を決定し、視点設定部３に供給する。
【００９０】
　視点決定部４２は、候補視点を生成する候補視点生成部４２１と、候補視点生成部４２
１によって生成された候補視点に対して評価を行う候補視点評価部４２２とを備えている
。また、条件取得部４３は、移動手段である視点設定部３の特性の情報を取得する移動手
段情報取得部４３３を備えている。
　実施形態３では、条件取得部４３における移動手段情報取得部４３３で取得した移動手
段の特性の情報に応じて情報処理装置４０内部の動作を変化させる。このため、まずは情
報処理装置４０内部の動作の概略についてのみ説明し、その後で、移動手段の特性ごとに
場合分けして動作の詳細を説明する。
【００９１】
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　データ取得部４１は、撮像部２からカラー画像と距離画像に対して、三次元形状計測の
データ処理を実行する。そして、データ取得部４１は、データ処理後のデータを視点決定
部４２に供給する。
　視点決定部４２は、データ取得部４１から供給されるデータ処理後のデータと、条件取
得部４３から供給される移動手段の特性とに応じて、計測対象物体５を次に撮像すべき撮
像部２の視点を決定する。具体的には、まず、候補視点生成部４２１が移動手段の特性に
応じて少なくとも１つの候補視点を生成する。候補視点評価部４２２は、候補視点生成部
４２１によって生成された候補視点に対して移動手段の特性に応じた評価を行い、決定視
点を選択する。候補視点評価部４２２は、選択した決定視点を次に撮像すべき撮像部２の
視点として視点設定部３に供給する。
【００９２】
　条件取得部４３は、計測における条件を取得して、その情報を視点決定部４２に供給す
る。実施形態３では、移動手段情報取得部４３３が移動手段の特性の情報を取得し、取得
した移動手段の特性の情報を視点決定部４２に供給する。移動手段情報取得部４３３が取
得する移動手段の特性の情報は、例えばＵＲＤＦ（Ｕｎｉｆｉｅｄ　Ｒｏｂｏｔ　Ｄｅｓ
ｃｒｉｐｔｉｏｎ　Ｆｏｒｍａｔ）の設定ファイル等から求めることができる。実施形態
３において移動手段の特性の情報には、例えば視点設定部３の移動可能範囲、移動精度、
移動速度のいずれか１つ以上が含まれる。
【００９３】
［計測と視点決定処理］
　以下、実施形態３の計測システムによる計測と視点決定処理を説明する。実施形態３で
は、後に場合分けして説明する移動手段の特性によらず、同じフローチャートを用いて処
理の流れを説明することができる。また、実施形態３における処理の全体の流れは図４の
フローチャートと同様の流れであるため、図４を用いて説明を行う。また、実施形態３に
おけるＳ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ６における処理は実施形態１と同じであり、同様の処理を行
うため、それ以外のＳ１とＳ５についてのみ説明を行う。
【００９４】
　Ｓ１では、計測システムにおいて初期化処理が実行される。初期化処理には、撮像部２
の起動、視点設定部３の起動、条件取得部４３の移動手段情報取得部４３３における移動
手段の特性の取得、背景モデルの読み込み、撮像部２を初期の視点に移動させる処理等が
含まれる。なお、初期の視点は計測対象物体５を観測できる範囲で自由に決定してよい。
　Ｓ５では、視点決定部４２は、データ取得部４１から供給されたデータ処理後のデータ
と移動手段情報取得部４３３で取得された移動手段の特性とに基づいて、次に撮像すべき
撮像部２の視点を決定する。より詳細には、候補視点生成部４２１によって候補視点を生
成し、生成された候補視点を候補視点評価部４２２によって評価し、条件を満たす中で最
も評価が高かった候補視点を決定視点として選択する。候補視点評価部４２２は、選択し
た決定視点を次に撮像すべき撮像部２の視点として視点設定部３に供給する。
【００９５】
　次に、情報処理装置４０の内部の動作に関して、移動可能範囲、移動精度、移動速度の
それぞれの移動手段の特性の情報が取得された場合の動作について、具体的な処理内容を
順に説明する。
［特性１：移動可能範囲］
　条件取得部４３の移動手段情報取得部４３３において、視点設定部３の移動可能範囲が
取得された場合には、計測対象物体５の全周からの三次元モデルを生成する際に、視点と
して選べる範囲が限定される。本計測において次に撮像する視点を選択する基準は、生成
された候補視点を、視点設定部３が移動可能な範囲内にすることである。
　データ取得部４１は、Ｓ３において、実施形態１における三次元形状計測の場合と同様
に、ポリゴンデータを生成する。データ取得部４１は、順次供給される視点を変更した距
離画像に基づいてポリゴンデータを更新する。
【００９６】
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　Ｓ５において、視点決定部４２には、データ取得部４１からポリゴンデータが供給され
、条件取得部４３から移動可能範囲を示す情報が供給される。視点決定部４２は、ポリゴ
ンデータと移動可能範囲を示す情報とから、次に撮像すべき撮像部２の視点を決定する。
候補視点生成部４２１で候補視点を生成する処理は、実施形態１と同様にして実行するこ
とができる。さらに、得られた候補視点を移動可能範囲内に限定する方法を、図１２を用
いて説明する。図１２に示すように、候補視点３０１ａ～３０１ｃは、候補視点生成部４
２１で生成された候補視点の視点位置（矢印と逆側の三角形の頂点の位置）と視線方向（
矢印の方向）を示している。候補視点生成部４２１は、候補視点３０１ａのように、移動
可能範囲３０２内に生成された候補視点については、そのまま候補視点として利用する。
撮像部３０１ｂのように、移動可能範囲３０２の外にある候補視点については、候補視点
生成部４２１は、視線方向に沿って候補視点を移動させた場合に、候補視点３０１ｂ’の
ように移動可能範囲３０２内に入れば、移動させた候補視点を新たな候補視点とする。一
方、候補視点３０１ｃのように視線方向に沿って視点を移動させても移動可能範囲３０２
内に入らない場合には、候補視点生成部４２１は、当該候補視点を候補視点から除外する
。
【００９７】
　候補視点評価部４２２は、候補視点生成部４２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が最大の候補視点を決定視点として選択する。すなわち、候補視点評価部４２
２は、複数の候補視点に、計測条件に対応する評価関数を適用して、複数の候補視点から
１つ以上の視点を選択する。ここでは評価値は、実施形態１と同様に、式（１）で計算す
る。この場合では、候補視点生成部４２１で生成された候補視点が、視点設定部３の移動
可能範囲内に限定されているため、実施形態１の場合と比較して、パスプランニングの判
定等の処理が必要なく、素早く次に撮像すべき撮像部２の視点を決定することができる。
【００９８】
［特性２：移動精度］
　移動手段情報取得部４３３において、視点設定部３を移動させた際の視点位置姿勢の再
現性の精度（移動精度）が取得された場合には、計測システムが想定している視点位置姿
勢と、実際の視点位置姿勢との違いがどの程度あるかが既知となる。一般的に移動精度は
位置や回転に関する移動が大きいほど悪くなる傾向がある。本計測において次に撮像する
視点を選択する基準としては、移動を繰り返した際に、視点設定部３の移動精度がなるべ
く悪くならないようにすることである。
【００９９】
　データ取得部４１は、Ｓ３において、実施形態１における三次元形状計測の場合と同様
に、ポリゴンデータを生成する。データ取得部４１は、順次供給される視点を変更した距
離画像に基づいてポリゴンデータを更新する。なお、移動精度に応じて視点の位置姿勢に
誤差が生じるため、データ取得部４１は、ＩＣＰ等の位置合わせ手法を用いて点群の位置
合わせを行う場合には、移動精度を考慮して行う。具体的には、データ取得部４１は、移
動精度に応じて、得られる三次元点群の最大ずれ量Ｔｇを求め、ＩＣＰにおいて対応する
点であると見なす時の距離の差としてＴｇを許容して位置合わせを行う。このように移動
精度に応じた位置合わせを行うことで、移動精度が高い場合には、無駄な対応を計算する
時間を省くことができ、移動精度が低い場合には、対応を見つけられず位置合わせに失敗
することが少なくなる。
【０１００】
　Ｓ５において、視点決定部４２には、データ取得部４１からポリゴンデータが供給され
、条件取得部４３から移動精度を示す情報が供給される。視点決定部４２は、ポリゴンデ
ータと位置精度を示す情報とから、次に撮像すべき撮像部２の視点を決定する。候補視点
生成部４２１が候補視点を生成する処理は、実施形態１と同様にして実行することができ
る。さらに、候補視点生成部４２１は、移動精度が基準よりも高い場合には、得られた候
補視点を外挿してさらに移動した場合の候補視点を生成する。移動精度が基準よりも低い
場合には、候補視点生成部４２１は、得られた候補視点を内挿して移動変位を小さくした
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場合の候補視点を生成する。このような候補視点を追加することで、解の候補を適切に増
やし、より良い視点を求めやすくなる。
【０１０１】
　候補視点評価部４２２は、候補視点生成部４２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。ここでは評価値は、
実施形態１と同様に、式（１）で計算する。この場合では、候補視点生成部３２１で生成
された候補視点が、移動精度を考慮した質の良い視点であるため、実施形態１の場合と比
較して、効率良く次に撮像すべき撮像部２の視点を求めることができる。
【０１０２】
［特性３：移動速度］
　移動手段情報取得部４３３において、視点設定部３を移動させる時の移動速度が取得さ
れた場合の動作を説明する。移動速度が速い場合には長い距離を移動する場合でも特に問
題無いが、移動速度が遅い場合には、長い距離を移動させてしまうと、移動時間に多くの
時間が割かれてしまう。そこで、本計測において次に撮像する視点を選択する基準は、視
点設定部３の移動速度に基づいて、移動時間が基準値を超えないことである。
　データ取得部４１は、Ｓ３において、実施形態１における三次元形状計測の場合と同様
にしてポリゴンデータを生成する。データ取得部４１は、順次供給される視点を変更した
距離画像に基づいてポリゴンデータを更新する。
【０１０３】
　Ｓ５において、視点決定部４２には、データ取得部４１からポリゴンデータが供給され
、条件取得部４３から移動速度が供給される。視点決定部４２は、ポリゴンデータと移動
速度を示す情報とから、次に撮像すべき撮像部２の視点を決定する。候補視点生成部４２
１で候補視点を生成する処理は、実施形態１と同様にして実行することができる。さらに
、移動速度が基準よりも速い場合には、候補視点生成部４２１は、得られた候補視点を外
挿してさらに移動した場合の候補視点を生成する。移動速度が基準よりも遅い場合には、
候補視点生成部４２１は、得られた候補視点を内挿して移動変位を小さくした場合の候補
視点を生成する。このような候補視点を追加することで、解の候補を適切に増やし、より
良い視点が求めやすくなる。
【０１０４】
　候補視点評価部４２２は、候補視点生成部４２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。ここでは、候補視点
評価部４２２は、まず、実施形態１と同様にボクセルを用いて候補視点ｐから観測可能な
「未知」のボクセルの数Ｖ（ｐ）とポリゴンデータにおいて候補視点ｐから観測可能な未
接続エッジの数Ｅ（ｐ）を求める。さらに、候補視点評価部４２２は、現在の視点ｑから
候補視点ｐへの移動距離Ｍ（ｑ、ｐ）を求め、式（１３）で評価値Ｅｖａｌ（ｐ）を計算
する。
【０１０５】
【数９】

【０１０６】
　ただし、ｖは視点設定部３の移動速度、Ｔｔは移動時間の許容範囲を表す閾値である。
　候補視点評価部４２２が、式（１３）を用いて候補視点を評価することによって、式（
１）と同様に未だ観測されていないボクセルや、ポリゴンデータが途切れている箇所や穴
が空いている領域を観測可能な候補視点の評価値が高くなる。さらに、移動時間が閾値を
超える場合には評価値が大きく減点されるため、移動速度に応じて、移動時間が閾値を超
えない範囲で適切な視点が選ばれやすくなる。候補視点評価部４２２は、実施形態１の三
次元形状計測の場合と同様に、評価値の高い視点から順にパスプランニングの判定を行い
、計測対象物体５を次に撮影すべき撮像部２の視点を決定する。なお、それぞれの重み値
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ｗＶ、ｗＥ、ｗＭは経験に基づく固定の値を用いてもよいし、計測回数に応じて変化させ
てもよいし、他の条件によって値を変えてもよい。
【０１０７】
［複数の特性に応じた動作］
　移動手段の複数の特性が取得された場合にも、計測対象物体５を次に撮像すべき撮像部
２の視点を適切に決定することが可能である。例えば、移動可能範囲と移動速度の２つが
与えられた場合は、候補視点生成部４２１が、既に述べたそれぞれの場合に基づいて候補
視点群を生成し、さらに、移動可能範囲に基づいて候補視点を限定する。この上で、候補
視点評価部４２２が、式（１３）によって候補視点を評価して、次に撮像すべき撮像部２
の視点とする。これにより、移動手段の複数の特性に応じて、次に撮像すべき撮像部２の
視点を適切に決定することができる。
　以上のように、実施形態３では、取得された移動手段の特性の情報に基づいて、計測対
象物体を次に計測すべき計測装置（撮像部２）の視点を適切に決定することができる。こ
のように決定された視点に撮像部２を移動させて撮像を繰り返していくことによって、移
動手段が置き換えられたとしても、適切な計測を行うことができる。
【０１０８】
＜実施形態４＞
　実施形態４の計測システムは、ユーザからの計測指示の情報に応じて、計測対象物体を
次に計測すべき適切な撮像部２の視点を決定する。この決定された視点に撮像部を順次移
動させながら計測対象物体の計測を行うことによって、ユーザの意図を反映しながら計測
を行うものである。実施形態１から３では、それぞれ用途、スペック要求、移動手段の特
性に基づいて次に計測すべき視点を決定していたが、実施形態４では、ユーザが直接指定
した領域や方向等の計測指示の情報に基づいて、計測対象物体を次に計測すべき視点を決
定する。このため、ユーザの意図をより直接的に伝えて視点を求めることができる。実施
形態４では、計測対象物体の三次元形状計測の用途を例に挙げて、ユーザからの計測指示
の例として、計測対象物体上の注目領域、計測対象外領域（無視してよい領域）、注目方
向の３つについて説明するが、実施形態４を適用可能なユーザからの計測指示はこれらに
限定されない。
【０１０９】
［装置の構成］
　図１３は、実施形態４に係る計測システムの構成例を示すブロック図である。この計測
システムは、撮像部２と、視点設定部３と、撮像部２からの情報に応じて視点設定部３の
制御を行う情報処理装置５０とを備えている。実施形態４における計測システムは、実施
形態２における図１０の構成を一部変更したものであり、図１３中の撮像部２、視点設定
部３は、実施形態２と同じであり、同様の動作を行う。
　実施形態４における情報処理装置５０は、撮像部２から情報を取得するデータ取得部５
１と、撮像部２の視点を決定する視点決定部５２と、計測条件を取得する条件取得部５３
とを備えている。データ取得部５１は、例えば三次元形状計測等のデータ処理を実行する
。視点決定部５２は、データ取得部５１から供給されたデータ処理後のデータと条件取得
部５３から供給された計測条件とから、次に撮像すべき撮像部２の視点を決定し、視点設
定部３に供給する。
　視点決定部５２は、候補視点を生成する候補視点生成部５２１と、候補視点生成部５２
１によって生成された候補視点に対して評価を行う候補視点評価部５２２とを備えている
。また、条件取得部５３は、ユーザからの計測指示の情報を取得する計測指示情報取得部
５３４を備えている。
【０１１０】
　実施形態４では、条件取得部５３における計測指示情報取得部５３４で取得したユーザ
からの計測指示の情報に応じて情報処理装置５０内部の動作を変化させる。このため、ま
ずは情報処理装置５０内部の動作の概略についてのみ説明し、その後で、ユーザからの計
測指示ごとに場合分けして動作の詳細を説明する。
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　データ取得部５１は、撮像部２からカラー画像と距離画像を受け取り、三次元形状計測
のデータ処理を実行する。そして、データ取得部５１は、データ処理後のデータを視点決
定部５２に供給する。
【０１１１】
　視点決定部５２は、データ取得部５１から供給されるデータ処理後のデータと、条件取
得部５３から供給されるユーザからの計測指示の情報とに応じて、計測対象物体５を次に
撮像すべき撮像部２の視点を決定する。具体的には、まず、候補視点生成部５２１がユー
ザからの計測指示の情報に応じて少なくとも１つの候補視点を生成する。候補視点評価部
５２２は、補視点生成部５２１によって生成された候補視点に対してユーザの計測指示に
応じた評価を行い、決定視点を選択する。候補視点評価部５２２は、選択した決定視点を
次に撮像すべき撮像部２の視点として視点設定部３に供給する。
【０１１２】
　条件取得部５３は計測指示の情報を取得して、取得した計測指示の情報を視点決定部５
２に送る。実施形態４では、計測指示情報取得部５３４がユーザからの計測指示を取得し
て、取得した条件指示を視点決定部５２に供給する。計測指示情報取得部５３４が取得す
る計測指示の情報は、例えばタッチパネルに計測シーンを撮影した映像を表示させ、ユー
ザからの領域や方向の指示を入力することで取得することができる。ただし、例えば三次
元形状計測の場合には、計測を終了する前に計測対象物体５の三次元モデルや全周からの
映像を得ることは困難である。このため、ユーザが計測指示を入力する際には、実際の計
測対象物体５ではなく、直方体や円柱等の簡易なモデルによって計測対象物体５を表現す
ることによって、ユーザが注目領域等を容易に指定することができるようにしてもよい。
実施形態４では、ユーザからの計測指示の情報には、計測対象物体上の注目領域、計測対
象外領域、注目方向のいずれか１つ以上が含まれる。
【０１１３】
［計測と視点決定処理］
　以下、実施形態４の計測システムによる計測と視点決定処理を説明する。実施形態４で
は、後に場合分けして説明するユーザからの計測指示によらず、同じフローチャートを用
いて処理の流れを説明することができる。また、実施形態４における処理全体の流れは図
４のフローチャートと同様の流れであるため、図４を用いて説明を行う。実施形態４にお
けるＳ２、Ｓ３、Ｓ４、Ｓ６における処理は実施形態１と同じであり、同様の処理を行う
ため、それ以外のＳ１とＳ５についてのみ説明を行う。
　Ｓ１では、計測システムにおいて初期化処理が実行される。初期化処理には、撮像部２
の起動、視点設定部３の起動、条件取得部５３の計測指示情報取得部５３４におけるユー
ザからの計測指示の取得、背景モデルの読み込み、撮像部２を初期の視点に移動させる処
理等が含まれる。なお、初期の視点は計測対象物体５を観測できる範囲で自由に決定して
よい。
【０１１４】
　Ｓ５では、視点決定部５２は、データ取得部５１から供給されたデータ処理後のデータ
と計測指示情報取得部５３４で得られたユーザからの計測指示とに基づいて、次に撮像す
べき撮像部２の視点を決定する。より詳細には、候補視点生成部５２１によって候補視点
を生成し、生成された候補視点を候補視点評価部５２２によって評価し、条件を満たす中
で最も評価が高かった視点を決定視点として選択する。候補視点評価部５２２は、選択し
た視点を、次に撮像をすべき撮像部２の視点として視点設定部３に供給する。
　なお、ここではＳ１でのみユーザからの計測指示が与えられるかのように説明したが、
これに限定されるものではない。どのステップにおいても任意のタイミングにおいてユー
ザからの計測指示は指定可能であり、指定された次の候補視点生成処理においてユーザか
らの計測指示が反映されて候補視点が生成されるものとする。
【０１１５】
　次に、情報処理装置５０の内部の動作に関して、計測対象物体上の注目領域、計測対象
外領域、注目方向のそれぞれの計測指示の情報が得られた場合の動作について、具体的な
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処理内容を順に説明する。
［計測指示１：注目領域］
　条件取得部５３の計測指示情報取得部５３４において、計測対象物体５上の注目領域が
ユーザからの計測指示として取得された場合の動作について説明する。ここでは注目領域
は表裏のある面として指定されるものとする。本計測において次に撮像する視点を選択す
る基準は、ユーザが指定した注目領域の表面をなるべく観測することである。
　データ取得部５１は、Ｓ３において、実施形態１における三次元形状計測の場合と同様
にしてポリゴンデータを生成する。データ取得部５１は、順次供給される視点を変更した
距離画像に基づいてポリゴンデータを更新する。
【０１１６】
　計測の終了は、図示しない終了判定部が、データ取得部５１からポリゴンデータを受け
取り、途切れている箇所や穴、またはユーザ指定の注目領域が無いかを確認して判定する
ようにしてもよい。終了判定部は、途切れている箇所や穴、またはユーザ指定の注目領域
が無い場合に計測を終了させる。
　Ｓ５において、視点決定部５２には、データ取得部５１からポリゴンデータが供給され
、条件取得部５３から注目領域が供給される。視点決定部５２は、ポリゴンデータと注目
領域とから、次に撮像すべき撮像部２の視点を決定する。候補視点生成部５２１で候補視
点を生成する処理は実施形態１と同様にして実行することができる。さらに、候補視点生
成部５２１は、ユーザが指定した注目領域を計測できる候補視点を生成する。
【０１１７】
　候補視点評価部５２２は、候補視点生成部５２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。すなわち、候補視点
評価部５２２は、複数の候補視点に、計測条件に対応する評価関数を適用して、複数の候
補視点から１つ以上の視点を選択する。ここでは候補視点評価部５２２は、まず、実施形
態１と同様にボクセルを用いて候補視点ｐから観測可能な「未知」のボクセルの数Ｖ（ｐ
）とポリゴンデータにおいて候補視点ｐから観測可能な未接続エッジの数Ｅ（ｐ）を求め
る。さらに、候補視点評価部５２２は、候補視点ｐから観測可能なユーザ指定の注目領域
の面積Ｓ（ｐ）を求め、式（１４）で評価値を計算する。
　Ｅｖａｌ（ｐ）＝ｗＶＶ（ｐ）＋ｗＥＥ（ｐ）＋ｗＳＳ（ｐ）　　　（１４）
【０１１８】
　候補視点評価部５２２が、式（１４）を用いて候補視点を評価することによって、式（
１）と同様に未だ観測されていないボクセルや、ポリゴンデータが途切れている箇所や穴
が空いている領域を観測可能な候補視点の評価値が高くなる。さらに、ユーザ指定の注目
領域が存在する場合には、注目領域の表面を観測できる視点が選択されやすくなる。候補
視点評価部５２２は、実施形態１の三次元形状計測の場合と同様に、評価値の高い視点か
ら順にパスプランニングの判定を行い、計測対象物体５を次に撮像すべき撮像部２の視点
を決定する。それぞれの重み値ｗＶ，ｗＥ、ｗＳは経験に基づく固定の値を用いてもよい
し、計測回数に応じて変化させてもよいし、他の条件によって値を変えてもよい。
【０１１９】
［計測指示２：計測対象外領域］
　条件取得部５３の計測指示情報取得部５３４において、計測対象外領域がユーザからの
計測指示として取得された場合の動作について説明する。ここでは計測対象外領域は表裏
のある面として指定されるものとする。本計測において次に撮像する視点を選択する基準
は、ユーザが指定した計測対象外領域の表面を評価値計算から除外することである。
　データ取得部５１は、Ｓ３において、実施形態１における三次元形状計測の場合と同様
にしてポリゴンデータを生成する。データ取得部５１は、順次供給される視点を変更した
距離画像に基づいてポリゴンデータを更新する。
【０１２０】
　計測の終了は、図示しない終了判定部が、データ取得部５１からポリゴンデータを受け
取り、途切れている箇所や穴、およびユーザが指定した計測対象外領域を確認することに
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よって判定してもよい。計測対象外領域の外に途切れている箇所や穴が無い場合には、終
了判定部は、計測を終了させる。
　Ｓ５において、視点決定部５２には、データ取得部５１からポリゴンデータが供給され
、条件取得部５３から計測対象外領域が供給される。視点決定部５２は、ポリゴンデータ
と計測対象外領域とから、次に撮像すべき撮像部２の視点を決定する。候補視点生成部５
２１で候補視点を生成する処理は実施形態１と同様にして実行することができる。
【０１２１】
　候補視点評価部５２２は、候補視点生成部５２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。ここでは、実施形態
１と同様に、候補視点評価部５２２が、ボクセルを用いて候補視点ｐから観測可能な「未
知」のボクセルの数Ｖ（ｐ）を求め、それらのうち計測対象外領域に含まれない数Ｖ’（
ｐ）を求める。ポリゴンデータにおいても同様に、候補視点評価部５２２が、候補視点ｐ
から観測可能な未接続エッジの数Ｅ（ｐ）を求め、それらのうち計測対象外領域に含まれ
ない数Ｅ’（ｐ）を求める。候補視点評価部５２２は、求めたボクセルの数Ｖ’（ｐ）と
未接続エッジの数Ｅ’（ｐ）を用いて式（１５）で評価値を計算する。
　Ｅｖａｌ（ｐ）＝ｗＶＶ’（ｐ）＋ｗＥＥ’（ｐ）　　　（１５）
【０１２２】
　候補視点評価部５２２が、式（１５）を用いて候補視点を評価することによって、式（
１）と同様に未だ観測されていないボクセルや、ポリゴンデータが途切れている箇所や穴
が空いている領域を観測可能な候補視点の評価値が高くなる。さらに、ユーザが指定した
計測対象外領域が存在する場合には、計測対象外領域の中で途切れている箇所や穴の空い
ている領域は評価から除外して、計測対象外領域以外の領域に基づいて定めた視点が選択
されやすくなる。候補視点評価部５２２は、実施形態１の三次元形状計測の場合と同様に
、評価値の高い視点から順にパスプランニングの判定を行い、計測対象物体５を次に撮像
すべき撮像部２の視点を決定する。それぞれの重み値ｗＶ，ｗＥは経験に基づく固定の値
を用いてもよいし、計測回数に応じて変化させてもよいし、他の条件によって値を変えて
もよい。
【０１２３】
［計測指示３：注目方向］
　条件取得部５３の計測指示情報取得部５３４において、計測対象物体５を注目すべき方
向がユーザからの計測指示として取得された場合の動作を説明する。ここでは注目方向は
空間ベクトルとして指定されるものとする。本計測において次に撮像する視点を選択する
基準は、ユーザが指定した注目方向と同じ方向の視点であることである。
　データ取得部５１は、Ｓ３において、実施形態１における三次元形状計測の場合と同様
にしてポリゴンデータを生成する。データ取得部５１は、順次供給される視点を変更した
距離画像に基づいてポリゴンデータを更新する。
【０１２４】
　計測の終了は、図示しない終了判定部が、データ取得部５１からポリゴンデータを受け
取り、途切れている箇所や穴、またはユーザ指定の注目方向が無いかを確認することによ
って判定してもよい。終了判定部は、途切れている箇所や穴、またはユーザ指定の注目方
向が無い場合には計測を終了させる。
　Ｓ５において、視点決定部５２には、データ取得部５１からポリゴンデータが供給され
、条件取得部５３から注目方向が供給される。視点決定部５２は、ポリゴンデータと注目
方向とから、次に撮像すべき撮像部２の視点を決定する。候補視点生成部５２１で候補視
点を生成する処理は、実施形態１と同様にして実行することができる。さらに、候補視点
生成部５２１は、ユーザが指定した注目方向と同じ視線方向をもつ候補視点を生成する。
　候補視点評価部５２２は、候補視点生成部５２１によって生成された候補視点を評価し
て、評価値が高く条件を満たす候補視点を決定視点として選択する。ここでは、候補視点
評価部５２２は、まず、実施形態１と同様に、ボクセルを用いて候補視点ｐから観測可能
な「未知」のボクセルの数Ｖ（ｐ）とポリゴンデータにおいて候補視点ｐから観測可能な
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未接続エッジの数Ｅ（ｐ）を求める。さらに、候補視点評価部５２２は、式（１６）を用
いて評価値を計算する。
【０１２５】
【数１０】

【０１２６】
　候補視点評価部５２２が、式（１６）を用いて候補視点を評価することによって、式（
１）と同様に未だ観測されていないボクセルや、ポリゴンデータが途切れている箇所や穴
が空いている領域を観測可能な候補視点の評価値が高くなる。さらに、ユーザ指定の注目
方向が存在する場合には、注目方向と同じ視線方向の視点が選択されやすくなる。候補視
点評価部５２２は、実施形態１の三次元形状計測の場合と同様に、評価値の高い視点から
順にパスプランニングの判定を行い、計測対象物体５を次に撮像すべき撮像部２の視点を
決定する。それぞれの重み値ｗＶ，ｗＥ、ｗｄは経験に基づく固定の値を用いてもよいし
、計測回数に応じて変化させてもよいし、他の条件によって値を変えてもよい。
【０１２７】
［複数の条件指示に応じた動作］
　ユーザからの計測指示が複数ある場合にも、計測対象物体５を次に撮像すべき撮像部２
の視点を適切に決定することが可能である。例えば、注目領域と計測対象外領域の２つが
与えられた場合は、候補視点生成部５２１が、既に述べたそれぞれの場合に基づいて候補
視点群を生成する。そして、候補視点評価部５２２は、式（１４）と式（１５）を組合せ
た式（１７）によって候補視点を評価し、評価値が高い候補視点を次に撮像すべき視点と
する。これにより、複数の計測指示に応じて、次に撮像すべき撮像部２の視点を適切に決
定することができる。
　Ｅｖａｌ（ｐ）＝ｗＶＶ’（ｐ）＋ｗＥＥ’（ｐ）＋ｗＳＳ’（ｐ）　　　（１７）
　ただし、Ｓ’（ｐ）は候補視点ｐからユーザ指定の注目領域のうち、計測対象外領域に
は含まれていない領域の表面の観測可能な面積を表す。
【０１２８】
　実施形態４では、ユーザからの計測指示の情報に応じて、計測対象物体を次に撮像すべ
き計測装置（撮像部２）の視点を適切に決定することができる。このように求めた視点に
撮像部２を移動させて撮像を繰り返していくことによって、ユーザの意図を反映した計測
を行うことができる。
【０１２９】
＜変形例＞
［条件取得部が複数の取得部を備える場合］
　実施形態１から実施形態４では、いずれも条件取得部がある一つの計測条件を取得する
取得部を備える場合について説明した。しかし、条件取得部が備える取得部の数は１つに
限定されるものではなく、用途取得部、スペック要求取得部、移動手段情報取得部、計測
指示情報取得部のうちの複数を含んでいてもよい。その場合も実施形態１における図４と
同様のフローチャートによって処理を行うことができる。情報処理装置内部の処理につい
ても、実施形態１から実施形態４で説明した処理を組合せればよい。
【０１３０】
　例えば、図１４に示すように、条件取得部６３が、用途取得部６３１、スペック要求取
得部６３２、移動手段情報取得部６３３、計測指示情報取得部６３４の４つを備える構成
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について説明する。計測条件として、例えば用途として三次元形状計測、優先すべきスペ
ック要求として精度、移動手段の特性として移動可能範囲と移動速度、ユーザからの計測
指示として注目方向が与えられる場合を想定する。この場合、候補視点生成部６２１は、
各計測条件の項目によって候補視点を生成し、候補視点評価部６２２は、移動可能範囲に
よる条件を満たす候補視点だけを選択し、選択した候補視点の中で、評価値を組み合わせ
た式（１８）によって候補視点を評価する。
【０１３１】
【数１１】

【０１３２】
　このように、複数の計測条件を取得する取得部を組合せることにより、多様な計測条件
に応じて、計測対象物体を次に計測すべき計測装置の視点を適切に決定することができる
。これにより、ユーザからの計測に関する複雑な要望に応える計測を行うことができる。
【０１３３】
［条件取得部の条件を途中で変更する場合］
　実施形態１から実施形態４では、いずれも条件取得部が最初に取得した計測条件に従っ
て計測が終了するまで同じ評価式を用いて視点を決定する動作について説明した。しかし
、条件取得部が計測の途中で計測条件を取得し、適宜変更しながら計測を行ってもよい。
例えば、三次元計測の用途において、最初は速度優先のスペック要求を計測条件として計
測を行い、一定時間が経過、または計測がある段階まで進んだら、複雑度優先のスペック
要求とユーザからの条件指示である注目領域に基づく計測条件に変更してもよい。このよ
うに途中で条件を変更しながら計測を行うことで、よりユーザの要望に柔軟に対応しなが
ら計測を行うことができる。
【０１３４】
［計測対象物体を動かす場合］
　実施形態１から実施形態４では、いずれも撮像部２が視点設定部３に取り付けられてお
り、視点設定部３によって撮像部２の視点を変化させる例について説明した。しかし、視
点設定部が移動させるのは撮像部に限定されるものではなく、視点設定部が計測対象物体
を移動させるようにしてもよい。計測対象物体を移動させる場合には、例えば、視点設定
部としてロボットハンドを用いて、ロボットハンドが計測対象物体を把持し、撮像部の前
で姿勢を変化させることで計測対象物体を複数の視点から計測することができる。撮像部
を固定し、視点設定部を用いて計測対象物体の方を動かすことによって、巨大または重量
のあるような撮像部であっても、多視点からの計測が可能となる。また、撮像部と計測対
象物体の両方を異なる２つのロボットハンドからなる視点設定部によって動かしながら計
測すれば、片方だけを動かす場合と比べて半分の移動距離で目的の視点に移動できるため
、計測完了までの時間を短縮することができる。
【０１３５】
［視点設定部が人を誘導する場合］
　実施形態１から実施形態４では、いずれも視点設定部はロボットアームのような移動制
御可能な機械である場合について述べた。しかし、視点設定部は移動制御可能な機械に限
定されるものではなく、人を誘導することによって代替手段としてもよい。視点設定部が
人を誘導する場合には、視点設定部はディスプレイ等に移動する方向や距離を表示するこ
とで、人の動きを誘導してやればよい。なお、人の動きを誘導する方法はディスプレイに
限定されるものではない。例えば音の高低、大小、リズム等によって正しい移動かどうか
を提示してもよいし、振動や刺激によって誘導するようにしてもよい。
【０１３６】
［通信部を用いたパラメータの共有］
　実施形態１から実施形態４では、いずれも情報処理装置には撮像部２と視点設定部３が
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接続された例について述べたが、図１５に示すように、情報処理装置７０にさらに通信部
４が接続されるようにしてもよい。通信部４は様々な計測条件や計測対象物体に対して、
計測を行った際に評価値の計算式において用いた重みパラメータと計測結果の良し悪しに
関するデータを外部と共有する機能を有する。本計測システムを多数設け、様々な計測条
件や計測対象物体を計測した際の重みパラメータと計測結果をネットワークで接続された
サーバ等に集めることにより、パラメータと計測結果の関係性を求めることができる。こ
の関連性を用いることにより、ユーザが初めて計測する計測対象物体に対して、ユーザが
選んだ計測条件において、最も効果的な重みパラメータをサーバ等から取得して用いれば
、ユーザが重みパラメータの調整を明示的に行うことなく効果的な計測を実行できる。
【０１３７】
（その他の実施形態）
　本発明は、上述の実施形態の１以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は
記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにお
ける１つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。ま
た、１以上の機能を実現する回路（例えば、ＡＳＩＣ）によっても実現可能である。
【符号の説明】
【０１３８】
　１…情報処理装置、２…撮像部、３…視点設定部、５…計測対象物体、１１…データ取
得部、１２…視点決定部、１３…条件取得部

【図１】 【図２】
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